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』ま

じ

め

十う

一
九
五
八
年
に
成
立
し
た
第
五
共
和
制
憲
法
は
執
行
権
の
弱
体
と
い
う
第

三
共
和
制
及
び
第
四
共
和
制
の
弊
害
を
是
正
す
る
と
い
う
要
請
に
応
え
る
も

の
と
し
ご
成
立
し
た
。
こ
の
要
請
に
応
え
る
方
法
と
し
て
は
、
政
府
の
地
位

と
権
限
を
強
化
す
る
方
法
と
大
統
領
の
地
位
と
権
限
を
強
化
す
る
方
法
と
が

考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
第
五
共
和
制
憲
法
制
定
者
は
後
者
を
選
ん
だ
。

成
立
し
た
一
九
五
八
年
憲
法
に
お
い
て
は
、
大
統
領
は
、
第
三
共
和
制
及
び
第

四
共
和
制
下
に
お
い
て
の
よ
う
に
両
議
院
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
る
の
で
は
な

く
、
凶
会
議
員
及
び
市
町
村
会
か
ら
の
代
表
者
を
主
体
と
す
る
選
挙
会
に
よ

っ
て
選
山
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
権
威
が
強
化
さ
れ
た
。
ま
た
大
統
領

は
、
国
民
議
会
を
解
散
す
る
権
限
、
法
案
を
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
(
人
民
投
票
)

フランス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と特質

に
付
託
す
る
権
限
、
重
大
な
危
機
に
際
し
立
法
及
び
統
治
の
全
権
を
自
ら

に
帰
属
せ
し
め
る
権
限
と
い
う
三
つ
の
特
別
な
権
限
を
も
与
え
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
こ
の
一
九
五
八
年
の
体
制
は
、
古
典
的
な
議
院
制

か
ら
は
離
れ
た
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
内
閣
が
国
民
議
会
の
問
責
動

議
に
よ
り
倒
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
点
な
ど
に
お
い
て
議
院
制
の
要
素
が

残
っ
て
い
て
、
結
局
、
大
統
領
制
的
要
素
と
議
院
制
的
要
素
を
併
せ
も
っ
た

体
制
だ
と
解
せ
ら
れ
て
い
一
勺
こ
の
点
は
、

一
九
六
二
年
の
憲
法
改
正
に
よ

っ
て
大
統
領
の
直
接
選
挙
制
が
導
入
さ
れ
、
大
統
領
制
的
要
素
が
よ
り
強
く

な
っ
て
か
ら
も
、
基
本
的
に
は
変
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
大
統
領
制
的
要
素
と
議
院
制
的
要
素
と
を
併
せ
も
っ
た
第
五

共
和
制
憲
法
の
下
で
、
少
な
く
と
も
ド
ゴ

l
ル
及
び
ポ
ン
ピ
ド
ゥ

l
両
大
統

領
の
時
代
に
限
っ
て
言
え
ば
、
制
度
の
実
態
に
は
大
統
領
制
的
要
素
が
強
く

出
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
要
因
の
一
っ
と
し
て
、
両
大
統
領
を
忠
実
に
支

持
し
た
、
強
力
な
(
議
院
に
お
け
る
過
半
数
な
い
し
そ
れ
に
近
い
勢
力
を
も

ち
、
厳
格
な
投
票
規
律
を
も
っ
た
)
与
党
ゴ

I
リ
ス
ト
政
的
}
の
存
在
を
あ
げ

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
故
、
こ
の
ゴ

l
リ
ス
ト
政
党
の
構
造
及
び
機
能

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
第
五
共
和
制
の
実
態
を
把
握
す
る
上
で
有
益
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
は
、
対
象
と
す
る
時
代
を
ド
ゴ
l
ル
及
び
ポ
ン
ピ

ド
ゥ

l
両
大
統
領
の
時
代
に
限
定
し
て
、
ゴ

l
リ
ス
ト
政
党
の
構
造
及
び
思

想
傾
向
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
日
町

(
1
)
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ヴ
デ
ル
、
深
瀬
忠
一
訳
、
「
議
院
制
と
大
統
領
制
の

聞
の
フ
ラ
ン
ス
第
五
共
和
制
」
、
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
五
五
七
号
九
八
頁

以
下
、
参
照
。

(
2
)

筆
者
は
本
稿
に
お
い
て
、
ゴ
1

リ
ス
ト
政
党
と
い
う
名
称
を
、
一

九
五
八
年
一

O
月
に

C
E
E
宮
己

F
Z
2
2
一-mmb宮
Z
Z
5

(C-Z-HN・
)
と
し
て
結
成
さ
れ
、
一
九
六
三
年
一
一
月
に

C
ロ
芯
ロ

念
5
0
n
g円
5
5
ι
ロ
叶
5
5
H
-
(
C
-
U・
吋
・
)
と
合
併
し
て

C
Z
-
H
P

I
C
・0
・
け
と
い
う
名
称
に
な
り
、
一
九
六
七
年
一
一
月
に

C
三
D
D

北法28(3・55)489



料

《
凶

2

り
か
ヨ
D
Q
同
門
巾
田
宮
口
同
】
凶
〈
O

岡
山
者
己
主
五
日
(
C
・
O
・
-
〈
0

・
)
と

改
称
し
、
一
九
六
八
年
六
月
C巳
g
母
国
U
b
E
D
R
a
g
官
民
F

H
N
右
手
一
2
5
(
C
・
O
-
M
P
)

と
改
称
し
現
在
に
至
つ
℃
い
る
政
党
を

総
括
す
る
名
称
と
し
て
用
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
開
E
Z
即
日
常
と
い
う
形
容
詞
は
、
「
ド
ゴ

ー
ル
支
持
の
」
な
い
し
「
ド
ゴ

l
ル
派
の
」
と
い
う
広
い
意
味
で
用

い
ら
れ
て
お
り
、
ド
ゴ
!
ル
派
の
政
党
に
つ
い
て
造
詣
が
深
い
F
S

内
宮
ユ
♀
は
宮
込
町
哲
三
一
Z
2
と
し
て
、
U
・

D
・
R
の
他
、
独
立

共
和
派
(
Z
L
b
g
t
S
E
t
c
S
F
仏

2
m
s
c
r
z
S
E
E
L
b
胃
ロ
l

仕
え
ω
)
、
民
主
進
歩
派
(
の
ゆ
口
同
月
内
山
$
2
0
2
ω
止
め
注
目
肖
口
阻
み
m
〉
及
び

第
五
共
和
制
左
派
連
合
(
C
E
B
母
-
出
向
山
口
n
r
〈
。
列
企
=
z
z
z
o
)

を
あ
げ
て
い
る
。
(
』
・

(UEユ
c
?
r
z
b
g
B
g
ゅ
官
c
-
F
Z
・

3
可

R
P
一
∞
吋
0

・℃・一
Cω
・
)
?
の

E
ユ
ロ
件
、
が
宮
司
同
町
田
E
-
一
目
す
ω
と
呼

ん
だ
の
は
、
先
に
筆
者
が
ゴ

1
リ
ス
ト
政
党
と
呼
ん
だ
も
の
を
含
む

が
こ
れ
よ
り
広
い
概
念
で
あ
り
、
筆
者
は
、
こ
の

B
E
(凹
)
官
三
宮
古

(
乙
を
指
す
時
ば
「
ド
ゴ
l
ル
支
持
政
内
在
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

〈

3
)
ゴ
i
リ
ス
ト
政
党
の
憲
法
政
治
上
の
機
能
に
つ
い
て
は
近
く
別
稿

を
公
に
す
る
予
定
で
あ
る
。

資

第
一
章

U
-
N
・
R
(
新
共
和
国
連
合
〉

の
成
立

第
一
節

第
四
共
和
制
下
の
ド
ゴ

l
ル
支
持
政
党

一
九
五
八
年
一

O
月
、
第
五
共
和
制
の
成
立
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
結

成
さ
れ
た
、
ド
ゴ
l
ル
支
持
の
政
党
、
新
共
和
国
連
合
(
「
占
日
8
3
E
二回

z
o
g
m
z
m
夜
宮
r
E
E
H
C
'
Z
-
m
-
)
を
考
察
す
る
に
先
立
っ
て
、
第
四
共

和
制
下
の
ド
ゴ
l
ル
支
持
政
党
を
極
く
簡
単
に
見
て
お
と
う
。

:It法28(3・56)490

第
四
共
和
制
下
の
ト
ゴ
ー
ル
支
持
政
党
と
し
て
最
む
大
き
な
、
最
も
著
名

な
も
の
は
フ
ラ
ン
ス
人
民
連
合
(
見
富
田
巾
B
Z
0
5
3
7
吉
宮
E
三
巾
片
山
口
宮
町
内

通
常
R
・
p
・
F
と
略
称
〉
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
前
の
ド
ゴ
ー
ル
支
持
政
党

と
し
て
第
四
共
和
国
の
た
め
の
ゴ

1

リ
ス
ト
連
合
(
C
2
8
の
き

=ar
吉
正

F
H
J
F
H
N
S
c
r
-
5
5
)
が
あ
り
、
ま
た
フ
ラ
ン
ス
人
民
連
合
崩
壊
後
の
ド
ゴ
ー

ル
支
持
政
党
と
し
て
社
会
共
和
派
(
何
者
ロ
Z
5
5師
団

2
5
2
又
は
の
g岬
円
。

口
ぬ
位
。
E
-
常
的
芯
官
主
同
町
民
E
m
o
n
U
ロ
と
が
あ
る
。

一
、
第
四
共
和
国
の
た
め
の
ゴ

l
リ
ス
ト
連
合
(
以
下
ゴ
i
リ
ス
ト
迎
合

と
呼
ぶ
)

」
れ
は
第
四
共
和
制
下
の
最
初
の
ゴ

l
リ
ス
ト
の
組
織
で
、
法
学
者
ル
ネ

-
カ
ピ
タ
ン

(
H
N
g
b
n
ω
な
件
目
。

の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
の
下
に
一
九
四
六

年
の
ド
ゴ
ー
ル
の
パ
イ
ゥ
の
演
説
(
同
年
六
月
二
ハ
日
〉
の
直
後
に
結
成
さ

q
U
陶

-o

'-4中
tゴ

l
リ
ス
ト
連
合
は
ド
ゴ
ー
ル
支
持
勢
力
を
結
集
す
る
こ
と
を
最
大
の
あ

る
い
は
唯
一
の
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
き
同
う
ド
ゴ

l
ル
支

持
と
は
、
よ
り
具
体
的
に
は
パ
イ
ヮ
演
説
で
示
さ
れ
た
ド
ゴ

i
ル
の
憲
法
構



想
の
支
持
で
あ
っ
た
。
ル
ネ
・
カ
ピ
タ
ソ
は
こ
の
組
織
の
刊
行
物
の
中
で
次

付

の
よ
う
に
言
っ
て
こ
の
点
を
明
ら
か
に
示
し
た
。

「
バ
イ
ヮ
憲
法

(
F
の
0
5
2
z
z
g
号
∞
ミ
2
M
)
は
フ
ラ
ン
ス
の
将
来

に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
文
書
で
あ
る
。
し
か
し
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
大
統

領
個
人
に
権
力
を
与
え
る
独
裁
的
な
い
し
半
独
裁
的
な
憲
法
だ
と
の
誤
っ
た

イ
メ
ー
ジ
、
悪
意
の
あ
る
解
釈
を
人
々
に
与
え
て
き
た
。
共
和
主
義
者
は
パ

イ
ゥ
の
演
説
を
再
読
し
そ
こ
で
あ
げ
ら
れ
て
い
る
諸
原
則
の
重
要
性
を
正
確

に
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

ゴ
l
り
ス
ト
連
合
は
全
国
の
代
表
者
か
ら
な
る
全
国
評
議
会
合

3
3
-

z
a
5
2
-
)、
今
一
国
評
議
会
で
選
ば
れ
る
全
国
指
導
委
員
会

2
9
5
-
広ロ
7

2
Z
F戸円

Z
己
FOE-)、
「
全
国
指
導
委
員
会
で
選
ば
れ
る
全
国
執
行
委
員
会

フランス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と特質

(
〈

U
D
B
X
品
開
な

2
2『
Z
え

5
5一
七
人
で
構
成
〉
と
い
う
機
構
そ
有
っ
た
が

こ
の
組
織
の
存
続
期
間
が
短
か
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
実
際
に
働
い
た
機

(
2ぜ

構
は
こ
れ
ら
の
う
ち
会
‘
国
執
行
委
員
会
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
一
九
四
六

年
八
月
六
日
最
初
の
全
国
執
行
委
員
会
が
つ
く
ら
れ
た
時
、
こ
の
組
織
の
創

設
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
と
っ
た
ル
ネ
・
カ
ピ
タ
ン
が
こ
の
全
国
執
行
委
員

会
の
委
員
の
一
人
と
な
り
且
っ
そ
の
代
表
委
員
ハ
ロ
企
お
忌
の
宮
合
乙
)
に

な
っ
た
。

ゴ
l
り
ス
ト
連
合
は
そ
の
統
一
が
弱
く
選
挙
に
お
い
て
大
き
な
勝
利
そ
得

る
こ
と
が
出
来
な
い
ま
ま
消
滅
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
ず
一
九
四

(
3
)
 

六
年
一

O
月
二
ニ
口
け
の
レ
フ
ェ
レ
ソ
、
タ
ム
に
対
ず
る
態
度
を
め
ぐ
っ
て
組
織

の
分
裂
が
坐
じ
た
。
こ
の

ν
フ
ェ

ν
ン
ダ
ム
は
政
府
が
提
出
し
た
憲
法
草
案

に
対
す
る
賛
否
含
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ル
ネ
・
カ
ピ
タ

ン
ら
党
内
の
多
数
派
が
ド
ゴ
l
ル
の
呼
び
か
け
に
応
え
て
政
府
の
憲
法
草
案

に
反
対
の
態
度
を
と
る
一
方
、
か
か
る
態
度
に
反
対
す
る
全
国
執
行
委
員
の

コ
ス
ト
H
ブ
ロ
レ
(
〉
・
。

s
g
1
2
9
R
C
と
レ
オ
・
ア
モ
ン
(
「
か
Q
Z印
5
0口
)

円

aev

は
ゴ
!
リ
ス
ト
連
合
か
一
離
れ
た
。
さ
ら
に
一
九
四
六
年
一
一
月
一

O
日
の
議

会
選
挙
に
お
い
て
ゴ

l
リ
ス
ト
連
合
は
大
き
な
敗
北
を
受
け
た
。
こ
の
選
挙

で
こ
の
組
織
は
、
投
票
総
数
の
三
%
に
当
る
五
八
万
五
千
票
し
か
獲
得
し
え

な
か
っ
た
。
第
四
共
和
制
下
の
最
初
の
ド
ゴ
i
ル
支
持
組
織
で
あ
る
ゴ

l
り

ス
ト
連
合
は
、
こ
う
し
て
大
き
な
力
を
発
揮
し
え
ぬ
ま
ま
、

一
九
四
七
年
四

月
に
次
に
述
べ
る
新
し
い
ド
ゴ
ー
ル
支
持
組
織
の
成
立
と
と
も
に
姿
を
消
し

こ
れ
に
吸
収
さ
れ
た
。

ゴ
l
り
ス
ト
連
合
に
は
従
来
の
政
党
に
な
い
一
つ
の
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ

は
、
ゴ
!
リ
ス
ト
連
合
が
そ
の
政
治
宣
言
(
冨
田
口
氏
町
民
&

あ
る
い
は
綱
領

it法28(3・57)491

百
円
。
四

g
g目
。
)
の
中
で
、
自
ら
の
組
織
が
政
党
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を

強
調
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
綱
領
(
同
VHomggヨ
与
の
一
一
一
条
は
こ
う
言
う
。

「
第
四
共
和
制
の
た
め
の
ゴ
!
リ
ス
ト
連
合
は
政
党
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、



本|

諸
政
党
々
超
越
し
た

(
E
l
L
a
E凶
ル

2

3ユ
呂
田

5
5
Z己
何
回
)
、
戦
士
及
び

資

抵
抗
者
を
中
心
と
す
る
、
六
月
一
八
日
(
ド
ゴ

I
ル
が
ロ
ン
ド
ン
か
ら
対

独
抗
戦
を
呼
び
か
け
た
一
九
四

O
年
六
月
一
八
日
中
一
指
す
1

1
筆
者
注
〉
の

精
神
の
下
に
第
四
共
和
国
の
再
建
に
献
身
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
全
て
の
フ

ハ
6
}

ラ
ン
ス
人
の
連
合
令
官
耳
目
Z
2
5
2
C
で
あ
る
」
。
ま
た
党
の
政
治
宣
言

Q
P
E
r
m件
。
)
に
は
、
「
ど
の
政
党
に
属
す
る
者
に
対
し
て
で
あ
れ
、
六
月

一
八
日
の
精
神
の
下
に
第
四
共
和
制
の
再
建
に
献
身
し
よ
う
と
す
る
全
て
の

(
7〉

フ
ラ
ン
ス
人
に
対
し
て
そ
の
加
入
を
呼
び
か
け
る
」
と
の
文
言
が
見
ら
れ

る

こ
れ
ら
の
綱
領
及
び
政
治
宣
言
の
言
葉
は
、
こ
の
組
織
を
従
来
の
政
党
と

異
な
る
組
織
に
し
た
い
と
い
う
気
持
、
あ
る
い
は
国
民
に
対
し
て
什
ら
の
組

織
は
従
来
の
政
党
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
た
い
と
い
う
気
持

を
示
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
他
の
政
党
に
所
属
す
る
者
の
加
入
合
認
め
た

!
1
実
際
、
最
初
の
執
行
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
コ
ス
ト
日
フ
ロ
レ

と
ア
モ
ン
は
人
民
共
和
派

(
M
・
R
-
P
)
に
も
所
属
し
て
い
た
1

1
点
は

重
要
で
、
こ
れ
が
組
織
の
規
律
を
極
端
に
弱
い
も
の
に
す
る
一
因
を
な
し
て

い
る
と
恩
わ
れ
る
。

二
、
フ
ラ
ン
ス
人
民
連
介
(
対
-
H
V

・司・〉

(イ)

R
-
P
・
F
の
成
立

R
-
P
・
F
の
創
立
は
一
九
四
七
年
四
月
七

日
の
ド
ゴ
ー
ル
の
ス
ト
ラ
ス
プ
ー
ル
で
の
演
説
に
端
を
発
す
る
。
こ
の
日
ア

ル
ザ
ス
解
放
二
周
年
記
念
式
に
こ
の
町
に
招
か
れ
た
ド
ゴ

l
ル
は
「
烹
見
の

差
異
を
超
え
て
、
公
共
の
福
祉

(E-
三

g
g自
己
る
と
い
う
大
き
な
努
力

と
国
家
の
徹
底
的
な
改
革
・
マ
推
進
し
勝
利
せ
し
め
る
よ
う
に
な
る
」
新
し
い

(
8
)
 

組
織
を
つ
く
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

こ
れ
ま
で
一
貫
し
て
政
党
に
対
し
て
強
い
不
信
の
念
を
示
し
て
来
た
ド
ゴ

ー
ル
が
、
こ
の
時
期
に
新
し
い
党
派
の
結
成
に
踏
み
切
っ
た
の
に
は
二
つ
の

理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
前
年
(
一
九
四
六
年
)
一

O
月
の
新
憲
法

に
対
す
る
静
寛
容
を
問
う
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
に
お
い
て
、
ド
ゴ

l
ル
の
憲
法
京

案
に
対
す
る
反
対
に
も
か
か
わ
ら
ず
国
民
が
新
憲
法
を
支
持
し
た
と
い
う
山

来
事
は
、
ド
ゴ

l
ル
の
威
信
の
低
下
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
出
来
事

が
ド
ゴ

i
ル
を
し
て
も
し
彼
が
こ
の
ま
ぎ
政
治
生
活
か
ら
退
い
て
い
た
ら
阿

民
が
一
丹
び
彼
を
権
力
の
座
に
呼
び
戻
す
こ
と
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う

(
9
v
 

危
棋
の
念
を
抱
か
せ
た
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
一
九
四
七
年

と
い
う
年
は
東
西
両
陣
常
の
冷
戦
が
開
始
さ
れ
た
年
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
の

保
守
層
は
共
産
党
を
恐
れ
こ
れ
と
闘
う
と
い
う
気
持
を
強
く
抱
い
た
の
で
あ

る
が
、
こ
の
時
代
の
雰
閲
気
が
ド
ゴ

l
ル
を
立
上
ら
せ
る
契
機
と
な
っ
た
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。

lロ)

ス
ト
ラ
ス
プ
ー
ル
の
演
説
の
直
後
、
同
年
ハ

R

・P
・F
の
勢
力

;It法28(3・58)492



九
四
七
年
)
四
月
一
五
日
に

R

・P
-
F
の
木
部
が
パ
リ
に
設
け
ら
れ
る
と

加
盟
申
込
み
が
殺
到
し
、
二
週
間
後
の
五
月
一
日
に
は
パ
リ
だ
け
で
一

O
万、

全
国
で
八

O
万
の
加
入
申
込
み
が
あ
っ
た
と
発
表
さ
れ
た
。
党
員
数
は
一
九

四
七
年
四
月
の
党
の
結
成
か
ら
四
八
年
の
初
頭
ま
で
急
激
な
上
昇
を
示
し
、

四
八
年
初
頭
の
ピ

l
ク
時
に
は
約
一
二

O
万
人
い
た
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
以

後
は
か
な
り
急
激
な
減
少
を
示
し
、
五

O
年
二
月
に
は
三
五
万
人
に
減
少

付

し
、
そ
の
後
や
や
増
加
し
五

O
年
末
に
は
五

O
万
人
に
な
り
、
そ
の
後
は
な

だ
ら
か
な
減
少
傾
向
を
つ
づ
け
五
三
年
に
は
一

O
万
人
足
ら
ず
に
な
っ
一
て
し

ま
っ
た
。

フランス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と特質

ドサ

R

・P
・F
の
機
構

R

・P
・F
の
最
も
重
要
な
機
関
は
議
決
機

闘
で
あ
る
全
国
大
会

(
(
u
c
=
m
H
g
Zえ
5
E
m一
)

と
執
行
機
関
で
あ
る
会
長

(
回
以
円
合
同
門
町
三
)
及
び
執
行
委
員
会
(
の
C
B
X
b
F
S
2
E
)
で
あ
る
。

R
・P
・F

は
集
団
今
一
組
織
の
単
位
と
す
る
た
め
(
規
約
五
条
は
「
フ
ラ

γ
ス
人
民
連
合

グ山
W
1
7
マ
ン
・
ア
ミ
カ
ル

は
地
方
の
集
団
、
職
業
集
団
、
友
愛
団
体
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
る
」
と
し
て

い
る
て
こ
れ
ら
の
集
団
の
代
表
者
が
毎
年
一
回
全
国
大
会
に
結
集
す
る
(
規

約
ご
一
条
)
。
こ
の
4
1
国
大
会
は
会
長
を
選
出
す
る
(
規
約
六
条
)
。
執
行
委

員
会
は
会
長
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
(
規
約
六
条
)
、

そ
の
任
務
は
会
長
を
補

佐
す
る
こ
と
で
あ
る
(
規
約
五
条
)
。
こ
の
よ
う
に
、

R

・p
・F
に
お
い
て

は
会
長
が
大
き
な
権
限
た
も
っ
と
言
え
る
。
ま
た
、

R

・p
・F
は
「
全
国

評
議
会
〈
(
U
S
Z
ニ
Z
己
E
E
C
お
よ
び
執
行
委
員
会
に
よ
っ
て
補
佐
さ
れ

る
会
長
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
る
」
(
規
約
五
条
二
項
〉
と
あ
り
、
こ
の
党
の

真
の
執
行
機
関
は
会
長
で
あ
る
と
言
え
る
。
党
創
設
の
経
過
か
ら
見
て
も
ド

ゴ
1
ル
が
こ
の
党
の
会
長
に
選
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
は
じ
め
か
ら
分
っ

て
い
た
わ
け
で
、
党
機
構
も
ド
ゴ

l
ル
が
党
を
運
常
し
や
す
い
よ
う
に
会
長

に
権
力
を
集
中
さ
せ
7
い
た
と
言
え
る
。

R
-
P
・F
の
思
想
傾
向

R

・
p
・F
は
フ
ラ
ン
ス
の
伝
統
的
な

諸
政
党
と
遣
っ
て
思
想
を
核
に
し
て
形
成
さ
れ
た
政
党
で
は
な
J

川
町
ド
ゴ
ー

ル
も
党
の
女
脅
も
こ
の
点
を
強
調
し
て
い
る
。
先
に
挙
げ
た
ド
ゴ

l
ル
の
ス

件)
ト
ラ
ス
プ
ー
ル
の
演
説
に
は
、
「
音
山
口
見
の
差
異
を
超
え
て
」
の
言
葉
、
が
見
ら

れ
た
し
、
一
九
四
七
年
一
一
月
一
一
一
一
日
に
出
さ
れ
た

R

・p
-
F
の
「
フ
ラ

ン
ス
人
民
連
合
の
組
織
に
関
す
る
通
達
」
に
は
「
フ
ラ
ン
ス
人
民
連
合
は
、

国
民
が
分
裂
を
超
え
て
、
公
共
の
福
祉
と
い
う
目
標
を
達
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
な
枠

(
i
s
を
つ
く
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
お
広
点
筆
者
)

と
の
言
葉
が
見
ら
れ
る
。

(ホ1

R
-
P
・F
の
衰
退
と
消
滅

北法28(3・59)493

先
に
記
し
た
よ
う
に
、

R
-
P
-
F

の
最
盛
期
は
一
九
四
八
年
の
初
頭
で
そ
れ
以
後
は
か
な
り
急
激
に
衰
退
し
た

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
分
裂
が
生
じ
離
党
者
が
相
つ
い
で
生
じ
た
。

最
初
の
分
裂
の
兆
は
一
九
五
二
年
三
月
独
立
派
の
ピ
ネ
l

(
R
E可
〉
が
内



料

閣
を
組
織
し
た
時
に
あ
ら
わ
れ
た
。
こ
の
内
閣
の
信
任
投
票
の
時
、
党
内
多

数
派
が
、
こ
れ
ま
で
常
に
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
不
信
任
に
投
じ
た
の
に
対

し
、
二
人
が
信
任
盲
目
を
投
じ
た
。

資

一
九
五
二
年
五
月
に
分
裂
が
よ
り
顕
わ
に
な
っ
た
。
五
月
二
九
日
、

人
の
国
民
議
会
議
員
を
含
む
四
一
人
の
メ
ン
バ
ー
が
ド
ゴ

l
ル
に
書
簡
を
送

り
、
「
不
毛
で
人
気
の
な
い
組
織
的
反
対
〈

0
3
2
E
D口
々
回
忌
自
主
2
5
)」

に
は
反
対
だ
と
言
っ
た
。
同
年
七
月
四
日

l
六
日
の
拡
大
全
国
評
議
会

色
g自
ニ

Z
E
D
E
-
色
民
間
同
〉
の
直
後
に
、
二
六
人
の
国
民
議
会
議
員
が

R
・
p
・
F
議
員
グ
ル
ー
プ
に
対
し
て
離
脱
屈
を
出
し
、
数
日
後
の
七
月
一

一
一
日
、
新
し
い
議
員
グ
ル
ー
プ
、
「
共
和
主
義
的
及
び
社
会
的
活
動
グ
ル
ー

プ
」
(
の
吋
ロ
ロ
ヨ
モ
〉

razロ
mb甘口
r-H口弘ロ巾

2
ω
o己
主
命
日
〉
・
悶
・

ω・
)
合
つ
J

り
届
出
を
し
た
。

R
-
P
-
F
の
指
導
委
員
会

(nos-}
号

U5aDU)

は
こ
れ
に
対
す
る
報
復
措
置
と
し
て

R
・
p
・
F
議
員
グ
ル
ー
プ
を
離
れ
た

国
会
議
員
は
同
時
に

R
・
P
-
F
の
メ
ン
バ
ー
た
る
こ
と
を
止
め
る
と
の
決

(
創
)

定
を
な
し
た
。

一
九
五
三
年
四
月
一
一
六
日

l
五
月
一
一
一
日
の
地
方
選
挙
で

R
・
p
-
F
は
著

(nv 

し
く
後
退
し
た
。
こ
の
地
方
選
挙
で
の
敗
北
の
後
、
ド
ゴ

l
ル
は
、
ハ
門
爾
後

何
人
も
R
-
P
・
F
の
看
板
で
選
挙
に
出
馬
し
て
は
な
ら
な
い
、

ω

R
・
p
・

F
所
属
の
議
員
は
も
は
や

R
-
P
-
F
の
名
前
で
、
あ
る
い
は
ド
ゴ

l
ル
将

軍
の
名
前
で
行
動
し
て
は
い
け
な
い
、
と
す
る
重
要
な
声
明
を
公
に
し
、

R

-
P
・
F
の
活
動
を
実
質
的
に
中
止
せ
し
め
る
と
の
方
針
を
明
ら
か
に
し

た

八

R
-
P
-
F
議
員
グ
ル
ー
プ
に
と
っ
て
は
、
こ
の
ド
ゴ

l
ル
の
方
針
は
受

け
容
れ
難
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
グ
ル
ー
プ
は
少
な
〈
と
も
当
分
の
間
は

(

M

V

 

団
結
合
維
持
し
て
い
く
と
の
態
度
を
と
っ
た
。
し
か
し
ド
ゴ

l
ル
は
、
こ
れ

以
上
グ
ル
ー
プ
が

R
・
P
-
F
の
名
称
を
使
う
こ
と
を
望
ま
な
い
こ
と
か
-
議

員
グ
ル
ー
プ
の
会
長
に
伝
え
た
の
で
、
一
九
五
三
年
五
月
一
一
六
日
、
グ
ル
ー

プ
は
名
称
を
社
会
活
動
共
和
主
義
者
連
合
(
て
C
2
8
ι
g
H
N
S忌
Z
S
F
E

史
〉
♀
5
ロ
ωGnu-mHC-HF〉・
ω・
)
に
変
え
た
。

党
組
織
と
し
て
の

R
-
P
・
F
の
方
は
解
散
し
な
い
で
、
「
全
国
的
次
元
で

の
枠

(
g仏
月
〉
」
と
し
て
存
続
し
続
け
た
が
、
ド
ゴ

l
ル
の
声
明
以
後
党
と

し
て
の
実
質
的
活
動
は
な
し
え
な
く
な
っ
た
か
ら
そ
の
後
自
然
消
滅
し
た
と

ハ
幻
)

いふん司令。、
社
会
共
和
派

一
九
五
三
年
五
月
に
ド
ゴ

l
ル
が

R
-
P
・
F
の
活
動
を
中
止
し
、
議
会

に
お
い
て
議
員
が

R
・
p
・
F
の
名
で
行
動
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
と
の
方

針
を
出
し
た
た
め
、
そ
の
す
ぐ
後
(
五
月
一
一
六
日
〉
に
旧
R
・
p
-
F議
員

グ
ノレ

フ

は

名
称
を
:ft. 
l込
二'"
活
動
共
和
主
義
者
連
メ誌
に3

〆向、

U 

R 

A 

S 
、町ノ
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に
変
え
て
グ
ル
ー
プ
の
統
一
を
維
持
し
つ
づ
け
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
お

り
で
あ
る
。
(
U
-
R
・
A
-
S
は
基
本
的
に
は

R
・
P
-
F
議
員
グ
ル
ー
プ

と
同
一
の
綱
領
を
採
用
し
た
が
、
「
投
票
の
自
由
」
が
新
た
に
規
定
の
中
に
入

れ
ら
れ
た
。

付

一
九
五
四
年
一
月
末
、

u
・
R
・
A
-
S
の
議
員
た
ち
は
政
党
組
織
と
し

て
、
社
会
共
和
派
全
国
セ
ン
タ
ー
争
創
設
し
、
地
方
組
織
と
し
て
県
連
合
会

公
主
合
え
2
5
門
戸

S
R
g
g
g
g
r
c
を
設
け
た
。
こ
の
政
党
の
組
織
は

R

-
P
-
F
よ
り
も
は
る
か
に
地
方
分
権
的
で
、
た
と
え
ば
、
地
方
選
挙
の
場

合
は
公
認
を
与
え
る
権
限
は
県
連
合
会
に
与
え
ら
れ
た
し
、
議
会
選
挙
の
場

合
に
は
、
公
認
を
与
え
る
権
限
は
党
中
央
が
も
っ
た
が
、
党
中
央
は
「
地
方

フランス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と特質

連
合
会
に
推
薦
さ
れ
た
候
補
者
に
対
す
る
公
認
を
与
え
又
は
拒
否
す
る
」
と

い
う
仕
方
で
こ
の
権
限
を
行
使
す
べ
き
も
の
と
規
定
さ
れ

M
W

一
九
五
四
年
二
月
一
一
一
一
一
日
、
執
行
委
員
会
(
の
D
E
E
m
m
F
D
=
2
b
E
E
S
)

が
組
織
さ
れ
た
が
、
そ
の
三
三
人
の
構
成
員
の
う
ち
三
分
の
二
は
同
会
議
員

で
あ
っ
て
、
こ
の
政
党
が
議
員
中
心
の
政
党
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。

ケ
|
)
の
r
-
M》日件
ω
口
7
2・
F
命
初
日
耳
目
E
2
U
2
M丹
仏
戸
司
令
C
H
U
F
[
包
口
町
民
一
♂

』
庄
一
色

O
E
の
己
戸

-ug・
四
六
1
1
四
七
頁
か
ら
引
用
。

。r・同
V
2
U口
ra
の
こ
の
書
物
は

R
-
P
-
F
b」
中
心
と
す
る
第
四

共
和
制
下
の
ゴ
l
リ
ス
ト
政
党
に
関
す
る
最
も
基
本
的
な
文
献
で
あ

る。

(
2
)
(
υ
7
・
旬
日
g
n
y
a・
0司
・
口
広
-
w

古

-

A
∞・

(
3
)

こ
の
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
に
よ
っ
て
結
果
と
し
て
政
府
が
提
出
し
た

憲
法
草
案
は
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
た
が
、
棄
権
や
反
対
の
票
が
多

か
っ
た
。
ち
な
み
に
、
登
録
さ
れ
た
有
権
者
に
対
す
る
割
合
で
棄
権

コ
二
・
二
%
、
賛
成
三
六
%
、
反
対
=
二
・
二
%
で
あ
っ
た
。
ド
ゴ

ー
ル
は
九
月
一
一
一
一
日
何
回
首
と
の
演
説
で
政
府
の
憲
法
草
案
に
反
対

で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。
]
・

(UE℃
E
f
F
m
ざ
巾
同
)
C
I

-
芹
ん
』

E
W
2
M
m，
B
E
R
M
ι
2
E
Z
一回ム
0

・
可
-
C・問・・一出町内
γ

司
・
一
日
印
命
仲

田
口
四
.

(
4
)
(
U
7

句
ロ
ユ
2
7
0
?
C
司
・
♀
同
J

同v
・

s-

(
5
)

こ
の
選
挙
に
お
い
て
ド
ゴ

l
ル
は
ゴ

l
り
ス
ト
連
合
に
対
す
る
支

符
を
表
明
せ
ず
沈
黙
か
」
守
っ
た
。
』
・
(
リ
一
臣
官
自
ア

8
・
2
7
司・一
M
m

(
6
)
c
f
H》
三
宮
口

rz・
8
-
n
-
f
司
-
S
l品目・

(

7

)

(

)

}

プ
旬
日
宮
口

ra--甘
口
丹
J

ヲ
ム
印
・

(
8
)
ド
ゴ
ー
ル
の
一
九
四

O
年

i
六
九
年
の
演
説
・
記
者
会
見
の
記
録

は、

(
u
r
ι
ぬ
の
ω己
T
Y
U
F
m
g
E
2
2
ζ
2
E聞
の
♂
吋

-
J吋
〈
w

F
E
E
-
ユ0
2
0
P
一回吋
0

・
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
演
説
は
、
毛
・

2
7
寸
国
・
司
・
ム
∞

ハ
9
〉

円

{

(

U

Y

・
旬
日
t
n
7
2・
0
H
Y
E丹J

ヲ
由
子

(叩

)

P
・
M
-
ド
・
ラ
・
ゴ
ル
ス
(
淡
徳
三
郎
訳
)
、
『
ト
ゴ
i
ル
』
徳

問
書
信
、
昭
和
四

O
年
、
二

O
二
頁
。
ジ
ャ
ン
・
ラ
ク
チ
ュ
l
ル
(
持

回
知
一
訳
)
『
ド
ゴ
l
ル
』
河
出
書
一
房
一
新
社
、
一
八
九

頁。

一
九
七
二
年
、

北法28(3・61)495



料

(
日
)
ド
・
ラ
・
ゴ
ル
ス
、
前
掲
喬
二

O
四
貰
。

(
刊
は
)
こ
の
一
二

O
万
人
と
い
う
数
字
は
の
r
・
2
H
g
n
r
F
8・
2

7

可
-
一
吋
に
よ
る
。
司
}
ゲ
ヨ
ニ
-EEω

は
一
九
四
七
年
末
、
が
ピ

I

F

で
当
時
一

0
0
.万
人
の
党
員
、
が
い
た
と
見
る

Q
r・
4
司ニ

-
u
g
p

HMo--t円ωEHVCω
同I
2日
明

g
コ口
P
F
C口
聞
き
包
括
・

0
2
2戸凶ロ
L
n
c

一
回
目
・
司
・
一
M
O
)
。
政
党
が
発
表
す
る
党
員
数
な
る
も
の
は
、
党
の
宣

伝
と
い
う
要
素
が
入
っ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
信

頼
し
う
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
ら
の
数
値
は
い
き
お
い
お
お

よ
そ
の
推
定
に
す
ぎ
な
い
。

(
門

U
)
M
V
5
g
n
r
F
C旬
-
n
-
7
円以・一日ム
l
l
一日印

R
・
p
・
F
の
勢
力
の

上
芥
・
下
降
は
国
際
情
勢
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
て
、
国
際
的
緊
張

の
時
代
に
は
上
昇
し
、
国
際
的
緊
張
の
な
い
時
代
に
は
下
降
す
る
と

い
わ
れ
る
。

H
E
C
Zグ
円
、
2
m，
C
R何
回

吋

c
z
t
モ
2

3
甲
山
口
耳
切

-
甲
山

7

℃・

MM∞
w
n
X
4
℃雨戸『(リゲ・

HUロユ
ω口
}
耳
デ
己
目
ν
・
口
広
・
刀
・
一

MM
・

(川内
)
R
-
P
・
F
の
規
約
は
、
そ
の
全
文
が
、
。
r
-
H
V
2
t
n
F
2
の
前

掲
書
六
八
!
六
九
頁
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

(
日
)
こ
の
党
の
内
部
規
定
で
あ
る
「
フ
ラ
ン
ス
人
民
連
介
の
飢
餓
に
関

す
る
通
達
」
は
会
長
が
大
き
な
権
限
を
も
つ
こ
と
そ
よ
り
は
っ
き
り

と
う
た
っ
て
い
る
。
即
ち
、
会
長
に
対
し
て
党
を
指
導
す
る
、
執
行

委
員
会
お
よ
び
書
記
局
を
組
織
す
る
、
と
い
う
党
規
約
に
規
定
さ
れ

た
権
限
に
加
え
て
、
個
々
の
仕
事
を
執
行
委
員
会
の
若
「
の
メ
ン
バ

ー
に
委
ね
る
、
党
総
務

(
Z
2
2巳
耳
聞
か
芯
E
C
に
指
示
を
与
え

る
、
党
の
内
部
に
お
い
て
仲
裁
を
な
す
と
い
う
三
つ
の
椅
阪
を
与
え

資

て
い
る
。
こ
の
「
通
達
」
は
わ
7
・
句
三
宮
口
「
ユ
の
前
掲
書
三
七
五
|

三
七
八
頁
に
そ
の
全
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

〈
日
〉
フ
ラ
ン
ス
の
諸
政
党
が
伝
統
的
に
諸
々
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
一
基
盤

に
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ミ
コ

l
、

「
フ
ラ
ン
ス
の
諸
政
党
」
、
シ
グ
マ
ン
ド
・
ノ
イ
マ
ン
編
・
渡
辺
一
訳

叶
政
党
』

l
(
み
す
ず
書
房
、
昭
和
一
ニ
一
一
一
年
)
一
四
六
頁
以
下
。

(
げ
)
口
広
間
出
円
。
r-HV己ユ
z
r
z
・
0
日

Y

2丹
J

司・

ω
5
・

(
問
〉
そ
の
理
由
と
し
て
、
ピ
ネ
ー
を
支
持
し
た
議
員
は
穏
健
派
の
体
質

を
も
っ
て
い
る
人
た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
こ
の
人
た
ち
が
、

R
-

p
・
F
が
こ
の
時
ま
で
ど
の
政
府
に
対
し
て
も
不
信
任
票
z
託
収
じ
て

来
た
こ
と
に
対
し
て
、
あ
き
た
ら
な
い
気
持
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る

O
n
t
-
F『
g
与
え
二
必
・

2

7
匂

ω
8・

(川は〉

(ur
・
旬
日
t
n
r
z
-
C匂・

2
件

J

官・

ωω
∞・

(叩〕

(
U
7
・
M

》ロユ
R
7
0
仲
唱
苧
℃
・
合
同
・
目
)ω
印(〕・

(
引

)(UY-Hν
ロユ
ω
n
r
a
w
-
-
y
n
H同・

-
y
ω
U
0
・

(辺
)
R
-
P
・
F
は
一
九
四
七
年
の
地
方
選
挙
で
は
、
三
=
一
二
七
人
の

議
員
を
出
し
、
全
議
席
の
二
五
・
八
%
を
獲
得
し
た
の
に
、
こ
の
度

は
一
三
六
五
人
で
全
議
席
の
一

0
・
六
%
を
獲
得
し
た
に
と
ど
ま
っ

た

;fttl、28(3・62)496

(
お
)
(
H
)
 
(
い
一
プ
可
己
ユ
一
ω円
『
何

?
C
H
)・
丘
一
-
同
v
・
ω白
M
-

R
-
P
-
F
議
員
グ
ル
ー
プ
の
会
長
〉
昆
芯
ロ

2
z
-
g
は
「
少

な
く
と
も
当
分
の
聞
は
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
つ
く
し
て
、
我
々
の
内

部
の
団
結
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
手
紙
を
グ
ル
ー
プ



H 

の
メ
ン
バ
ー
に
送
っ
た
。
(
リ
r
・同
V

戸弓丹
ω
与
え
唱
。
司
・

2
7
τ
・
ω
巴
・

(
お
)
(
リ
7
・
司
ロ
ユ
2
7
3グ
C
℃・

2
ア
刀
・

ω
8・

戸
初
〉
こ
の
「
枠
」
は
今
の
と
こ
ろ
ほ
と
ん
ど
空
だ
け
れ
ど
も
、
凶
に
重

大
な
変
化
、
が
生
じ
た
時
に
は
再
び
国
民
の
役
に
立
っ
と
考
え
ら
れ
て

い
た
。

nr.
司
己
g
n
7
2・
0
℃・円】件・・同)・

ω四日.

(
U
U
党
と
し
て
の

R
-
P
-
F
は
一
九
六
五
年
の
時
点
で
な
お
解
散
さ

れ
て
お
ら
ず
、

R
-
P
・
F
の
事
務
所
は
残
っ
て
い
る
。

η
r
セミ
i

庁
防

n
y
め
グ
。
司
・
口
問
丹
・
甘
・

ω白山・

(

均

)

(

リ

r
.
2吋仲良
7
0
グ

C
司

2
ア円
y
ω
2
.

〈刊
O

V

(

リr
・
旬
日

σ。
7
2・
8
・

2
7
司・

ω町田・

〈
初
)
会
長
に
は
己
記
す

S
I
P
-
S
F
総
務
に
は
、
問
。
四

2

Fミ
が

選

出
さ
れ
た

o
Q
γ
句
己
宮
内
}M2・
C
℃・

2
7
司・ω白白・

フランス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と特質

U
-
N
・
R
の
成
立

第
二
節

一
、
レ
ア
ェ
レ

γ
ダ
ム
に
お
け
る
ド
ゴ

1

ル
支
持
の
運
動

ド
ゴ

l
ル
の
要
請
に
も
と
づ
き
憲
法
改
正
の
賛
否
セ
め
ぐ
る
レ
フ
ヱ
レ
ン

(
1
)
 

ダ
ム
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
|
|
こ
れ
は
九
月
二
八
日
に
実
施
さ
れ

た
ー
ー
社
会
共
和
派
は
ド
ゴ
;
ル
支
持
の
運
動
を
積
極
的
に
展
開
す
る
こ
と

に
な
る
。
一
九
五
八
年
六
月
一
一
日
、
党
の
執
行
委
員
会
の
声
明
は
レ
ア
エ

レ
ン
ダ
ム
に
お
い
て
ド
ゴ
l
ル
を
支
持
す
る
た
め
に
「
第
五
共
和
制
の
た
め

の
運
動
」

(
ζ
2
2
2
2丹
吉
日

E
C
Z
E市
ヨ
ぬ
問
者
z
E
5
5
)
を
創
設

し
、
各
県
に
そ
の
「
県
委
員
会
」
合
設
け
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の

組
織
は
永
続
的
な
組
織
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
レ
フ
ェ
レ
ン

ダ
ム
に
お
け
る
ド
ゴ
l
ル
の
勝
利
か
一
川
的
と
し
た
一
時
的
な
組
織
で
あ
り
、

レ
プ
エ
レ
ン
ダ
ム
が
行
な
わ
れ
た
後
に
は
解
散
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
と
い

円

2
v
た
。
こ
れ
は
後
に

(
七
月
一
一
一
一
日
)
「
第
五
共
和
国
の
到
来
を
目
指
す
レ
ブ

ェ
レ
ン
ダ
ム
の
た
め
の
市
民
連
介
・
一

(
C
E
S
己
i
f
H
O
百

D
5
F
芯
F
Z
=
l

Lロヨ

g
〈

E
L
σ
て
虫
、
宮

2H再
三
号
一
戸

{UE』
巳
品
川
口
高
列
企

u
c
Z
5
5
)
に
改

称
し
た
。
こ
の
組
織
で
は
ヴ
ァ
レ
リ
ィ

H
ラ
ド
(
司
・
〈
丘
一
2
可
l
H
N
E
D
ご
教
段

を
会
長
と
し
、
彼
と
並
ん
で
シ
て
ハ
ン

H
デ
ル
マ
ス

0
・
0
3
Z
T
U己
E
a
)

《

sv

が
そ
の
指
導
者
と
な
っ
て
い
た
。

一
九
五
八
年
八
月
社
会
共
和
派
の
党
総
務
ロ
ジ
ェ
・
フ
レ
イ
(
問
。
四
2

H
J
a
)
、
ド
ゴ
l
ル
政
府
の
情
報
相
、
シ

γ

ツ
ク
・
ス
l
ス
テ
ル
己
ω
2
2
2

ω
C
E
Z
=。
)
ら
の
手
に
よ
っ
て
「
ド
ゴ
l
ル
派
連
動
調
磐
f

委
員
会
」
(
(
リ
C
2広

分

8
2
L
M
E
Z
Dロ
ι
2
5
2
2ヨ
g合
同

2
一-
Z
E
)
と
呼
ば
れ
る
ト
ゴ

l

ル
を
支
持
寸
る
諸
組
織
孟
γ
集
め
る
一
障
の
連
A
H
休
が
つ
く
ら
れ
た
。
こ
の
禿

員
会
に
は
、
先
に
あ
げ
た
、
シ
ャ
パ

γ
H
デ
ル
マ
ス
ら
の
指
導
寸
る
「
第
五

共
和
国
の
到
来
を
め
ざ
?
レ
7

ェ
レ
ン
ダ
ム
の
た
め
の
市
民
連
合
」
の
他
、

;jtl1;28(3・63)497

ス
!
ス
テ
ル
の
指
導

r
る
「
フ
ラ
ン
ス
再
生
の
た
め
の
連
合
」
戸
C
E
C
=
-
5
2

一向】守内山口
C
口
〈
令
官
戸
内
『
山
口
会
己
凹
)
、
ベ
ル
ナ
l
ル
・
デ
ュ
ベ
リ
エ
(
∞
司
口
白
「
L
U
E
i

宮内山
H
1
回
目
円
)

ら
が
指
導
す
る
「
ド
ゴ
l
ル
将
軍
の
活
動
を
支
持
す
る
た
め
の
全



来}

国
結
社
」
(
〉

E
2
2
5コ
ロ
同
点
。

E
F
宮
己
-
命
的

2
z
g
L巾

F
a
5ロ
E

阿
古
品
目
】
分
。

2
=与
が
加
わ
っ
た
。
さ
ら
に
少
し
後
に
は
レ
オ
ン
・
デ
ル

資

ベ
ッ
ク
(
戸
宮
ロ
ロ
ヱ
ゲ

2
』
ロ
め
)
や
マ
リ
H
マ
ド
レ
l
ヌ
・
フ
ル
カ
ド
(
宮
白
l

5
l云
邑
-
1
号明，
C
5
g《
凶
作
)
が
指
導
す
る
「
共
和
派
会
議
」
色
。
ミ

g
t
cロ

芯
宮
σ
2
2
5
4
も
こ
れ
に
参
加
し
た
。

「
ド
ゴ
ー
ル
派
運
動
調
整
委
員
会
」
は
ロ
ジ
ェ
・
フ
レ
イ
を
総
務
に
任
命

し
、
コ
ミ
コ
ニ
ケ
を
発
表
し
た
。
そ
れ
は
こ
の
委
員
会
結
成
の
理
山
を
次
の

よ
う
に
説
明
し
た
。

「
ド
ゴ

l
ル
将
軍
の
フ
ラ
ン
ス
の
諸
制
度
の
革
新
の
企
て
を
支
持
す
る
た

め
に
、
若
干
の
運
動

(
5
2
H〈
角
川
口
月
口
同
凹
)

(mgロ唱。
E
g
r
)

集
団

(
自
問
。
己
主
5
E
)
が
一
九
五
八
年
六
月
初
め
以
来
つ
く
ら
れ
た
。
九
月
二
八

日
の
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
の
成
功
が
そ
れ
ら
の
諸
組
織
の
主
要
な
共
通
の
け
的

で
あ
る
。
よ
り
有
効
に
目
的
を
達
す
る
た
め
に
、
且
つ
共
産
党
に
よ
っ
て
口

火
を
切
ら
れ
た
激
し
い
運
動
に
応
じ
る
た
め
に
、
ド
ゴ

l
ル
支
持
の
諸
組
織

は
今
や
そ
の
活
動
を
調
整
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
る
。
」

こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
は
、
「
ド
ゴ

l
ル
派
運
動
調
整
委
員
会
」

は
、
そ
の
名

前
が
示
?
と
お
り
ド
ゴ

l
ル
支
持
の
諸
組
織
の
活
動
な
調
整
す
る
た
め
の
も

の
で
あ
り
極
く
短
期
間
の
活
動
を
予
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
し
か
し
、
実
は
、
こ
こ
に
参
加
し
た
組
織
は
、
「
ド
ゴ

l
ル
将
軍
の
活

動
を
支
持
す
る
た
め
の
全
国
結
れ
」
を
除
い
て
、
後
に
「
新
共
和
国
連
合
」

に
結
集
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
こ
の
委
員
会
の
結
成
は
-
新
共
和
凪
述

合
」
に
向
う
重
要
な
第
一
歩
で
あ
る
と
言
え
る
。

こ
の
委
員
会
の
中
心
に
な
っ
た
の
は
社
会
共
和
派
で
あ
り
、
社
会
共
和
派

の
シ
ャ
パ
ン
日
デ
ル
マ
ス
や
ロ
ジ
ェ
・
フ
レ
ィ
ら
が
最
も
指
導
的
な
役
割
を

《

F
O
)

果
し
た
。
二
、
連
合
組
織
U
-
N
-
R
の
成
立

U
-
N
・
R
の
創
立
集
会
は
一
九
五
八
年
一

O
月
一
目
、
パ
リ
の
ジ
ヤ
ツ

ク
・
ス
l
ス
テ
ル
情
報
相
の
事
務
所
で
閃
か
れ
た
。
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
を

め
ぐ
る
軍
事
的
危
機
に
対
処
す
べ
く
第
四
共
和
制
下
の
首
相
の
地
位
に
着
い

た
ド
ゴ
i
ル
の
要
請
し
た
憲
法
改
正
案
が
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
に
よ
っ
て
国
民

〈

6
)

の
圧
倒
的
多
数
で
可
決
さ
れ
た
(
九
月
二
八
日
)
直
後
の
こ
と
で
あ
る
。
新

共
和
連
合
に
結
集
す
る
よ
う
に
呼
び
か
け
ら
れ
た
七
つ
の
団
体
の
う
ち
参
加

(
7
v
 

し
な
か
っ
た
の
は
一
つ
だ
け
で
あ
っ
た
。
連
合
に
結
集
し
た
六
つ
の
組
織

は
、
付
礼
札
会
共
和
派
(
既
述
の
第
四
共
和
制
下
の
ゴ

l
リ
ス
ト
政
党
)
、

ω

共
和
派
会
議
、
同
フ
ラ
ン
ス
一
件
生
の
た
め
の
連
合
、
叫
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
及
び

サ
ハ
ラ
の
情
報
及
び
国
民
活
動
の
委
員
会

2
0
5広
告
古
『

S
E
t
s
a

【
由
、
山
口
同

5
ロコ

a-oEr(}mv
て
〉
v
}

問
骨
-
ゆ
え
仏
戸
∞
ω
r
m
g
H
n
-
H
・〉・
2
・〉・

ω・〉、

崎
ル
・
レ
ゾ
l
・
ア
ク
ソ
オ
ン

(
F
Z
ω
自
己
〉

a
z己
、
同
労
働
者
委
員
会

~tì1;28(3 ・ 64)498



(
n
oロ】四時含
C
広三一

3
)
の
六
つ
の
組
織
で
あ
る
。

各
々
の
組
織
の
代
表
者
、
即
ち
、
社
会
共
和
派
の
シ
て
ハ
ン
H
デ
ル
マ
ス

及
び
ロ
ジ
ェ
・
プ
レ
イ
、
共
和
派
会
議
の
レ
オ
ン
・
デ
ル
ベ
ヅ
ク
及
び
マ
リ

H

マ
ド
レ

l
ヌ
・
フ
ル
カ
ド
、
フ
ラ
ン
ス
再
生
の
た
め
の
連
合
の
ジ
ャ
ッ
ク

・ス

l
ス
テ
ル
及
、
ひ
ピ
ェ

l
ル
・
ピ
カ
ー
ル

(
2
2
2
2
2え
て

C
・
I
-

A
・
N
・
A
-
S
の
ア
リ
・
マ
ラ
ン
(
〉

E
Z乙
一
。
ョ
)
、
ル
・
レ
ゾ
l

・
ア

ト7

ク
シ
オ
ン
の
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ヤ
ロ
(
〉
ロ
骨
骨
]
ロ
コ
c
S、
労
働
者
委
員
会
の
ジ

ヤ
ツ
ク
・
ヴ
ェ
イ
シ
エ

l
ル

(
r
Z
Z
2
〈
ミ
回
己
主
巾
凹
)
、
及
び
ア
ル
ベ

l
ル

プランス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と特質

-
マ
ル
ス
ネ
(
〉
]
宮
ユ
豆
R
n
g
Z〉
は
二
人
の
大
臣
、
、
、
シ
ェ
ル
・
ド
プ
レ

(ζ
五
月
二
)
乙
)
芯
)
及
び
エ
ド
モ
ン
ド
・
ミ
シ
ュ
レ
(
何
L
E
C
D
L
ζ
戸
会
己
主
)

そ
し
て
ア
ル
バ
ン
・
シ
ャ
ラ
ン
ト
ン
(
〉
子
宮

(uzrEG三
と
と
も
に
、

最
初
の
中
央
委
員
会
三
三
人
で
構
成
)
の
メ
ン
バ
ー
に
な
っ
た
。

U
-
N
-
R
結
成
の
門
的
は
、
「
選
挙
運
動
の
た
め
に
ゴ

l
リ
ス
ト
の
諸
勢

力
を
再
び
結
集
す
る
こ
と
、
と
く
に
同
じ
選
挙
区
に
お
け
る
候
補
者
の
子
不

ル
ギ
l
の
分
散
と
候
補
者
同
志
の
対
立
合
回
避
す
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
U
-
N
-
R
に
参
加
し
℃
い
る
諸
組
織
は
、
「
固
有
の
宣
伝
活
動
を
止

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
た
。
ま
た
U
-
N
-
R
が
連
合
組
織
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
公
認
は
「
下
部
組
織
合
印
有
)

か
ら
の
申
請
の
後
」
「
中
央

委
員
会
に
よ
っ
て
」
与
え
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
、
県
委
員
会
は
「
各
組
織
か

ら
正
式
に
派
遣
さ
れ
た
代
表
者
に
よ
っ
て
」
矯
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

《

8
v

も
の
と
さ
れ
た
。

U
-
N
-
R
を
構
成
し
た
六
つ
の
組
織
の
う
ち
、

C
・
I
-
A
・
N
・
A

-s、
ル
・
レ
ゾ
l

・
ア
ク
シ
オ
ン
、
労
働
者
委
呂
九
一
誌
の
三
つ
は
勢
力
の
小

さ
い
組
織
で
、
新
共
和
国
連
合
の
中
心
に
な
っ
た
の
は
、
社
会
共
和
派
、
共

和
派
会
議
、
フ
ラ
ン
ス
再
生
の
た
め
の
連
合
の
三
つ
で
あ
っ
た
。
こ
の
三
つ

の
う
ち
、
既
述
の
社
会
共
和
派
を
除
く
二
つ
に
つ
い
て
こ
こ
で
概
観
し
て
お

v
」

λ
ノ。

共
和
派
会
議
は
ユ
ベ

1
ル
・
フ
ル
カ
ド
(
同

zrュ
F
E
E
L与

と
そ
の

夫
人
及
び
レ
オ
γ
・
デ
ル
ベ
ツ
ク
を
指
導
者
と
す
る
組
織
で
一
九
五
八
年
七

月
二
一
円
に
結
成
さ
れ
た
。
フ
ル
カ
ド
夫
妻
は
五
八
年
四
月
の
フ
エ
リ
ッ
ク

ス
・
ガ
イ
ヤ
ー
ル

(
F
-
E
O
E
-
-
2
b
政
府
の
崩
壊
後
、
ド
ゴ

l
ル
の
権
力

へ
の
復
帰
を
求
め
る

2
c々
大
統
領
宛
の
}
請
願
書
へ
の
署
名
を
集
め
て

い
た
。
フ
ル
カ
ド
夫
妻
の
周
聞
に
集
ま
っ
た
人
々
は
第
二
次
大
戦
中
に
つ
日

山
フ
ラ
ン
ス
」
に
結
集
し
て
い
た
か
つ
て
の
抵
抗
運
動
の
闘
士
た
ち
で
あ
っ

た
。
五
月
二
四
日
の
コ
ル
シ
カ
に
お
け
る
軍
の
反
乱
が
あ
っ
た
後
、
フ
ル
カ

北法28(3・65)499

ド
夫
妻
は
、
当
時
「
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
及
び
サ
ハ
ラ
公
安
委
員
会
」
包

D
E芯

LO
由
主
三
宮
E
Z
L、E
m伶
H
5
2
含

V
Y
R
m
)
の
副
会
長
の
地
位
に
あ
っ

て
、
五
月
一
一
一
一
日
の
ア
ル
ジ
ェ
の
反
乱
事
件
で
積
極
的
に
行
動
し
た
レ
才
ン



料

-
デ
ル
ベ
ツ
ク
ら
と
連
絡
を
と
っ
た
。
こ
う
し
て
レ
オ
ン
・
デ
ル
ベ
ツ
ク
を

代
表
者
|
|
全
国
委
員

(g
ヨヨ
E
2
2
E同
E
E
C
と
呼
ん
だ

l
!
と
し
て

資

共
和
派
会
議
が
結
成
さ
れ
た
。

九
月
二
川
レ
オ
ン
・
デ
ル
ベ
ツ
ク
が
記
者
会
見
で
公
に
し
た
言
葉
の
中
に

は
、
共
和
派
会
議
は
「
法
律
の
改
革
の
た
め
に
及
び
軍
隊
及
び
領
土
の
統
一

の
た
め
に
・
:
:
最
後
主
で
闘
う
」
と
の
言
葉
が
あ
り
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
統

介
め
維
持
が
こ
の
組
織
の
東
要
な
政
策
目
標
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
レ
オ

ン
・
デ
ル
ベ
ヅ
ク
は
ま
た
、
こ
の
記
者
会
見
で
こ
の
組
織
の
メ
ン
バ
ー
の
多

く
は
第
四
共
和
制
下
の
ド
ゴ

1
ル
支
持
政
党
フ
ラ
ン
ス
人
民
連
合
に
属
し
て

い
た
人
々
で
あ
り
、
ま
れ
に
フ
ラ
ン
ス
人
民
連
合
に
所
属
し
な
か
っ
た
自
由

〔
刊
)

フ
ラ
ン
ス
の
か
つ
て
の
活
動
家
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

フ
ラ
ン
ス
再
生
の
た
め
の
連
合
は
五
八
年
七
月
一
七
日
ジ
ヤ
ヅ
ク
・
ス
-

ス
テ
ル
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
も
の
で
、
「
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
」
の

維
持
を
絞
大
の
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
組
織
は
五
五
年
二
月
に
結

成
さ
れ
た
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
人
の
利
権
を
維
持
す
る
こ
と

を
日
的
と
す
る

U
・

s
-
R
・
A
-
F
(
C
E
S
吉
日

r
z一巳
Z
τ

足ロ

2
2
2
P
一
、
〉
一
向
か
円
高
『

g
Z
2
2。
H
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
数
済

と
再
生
の
た
め
の
連
合
の
意
)
を
継
承
し
そ
の
目
的
を
拡
大
し
た
も
の
で
あ

る。

U
・

s
-
R
・
A
-
F
は
五
六
年
四
月
「
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の

救
済
と
再
生
の
た
め
の
訴
え
」
を
公
に
し
た
が
、
こ
こ
に
は
「
フ
ラ
ン
ス
が

カ
を
発
揮
す
る
こ
と
は
フ
ラ
ン
ス
人
及
び
回
教
徒
を
恐
怖
か
ら
守
る
た
め
に

正
し
い
。
手
を
つ
な
ご
う
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
を
救
済
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

フ
ラ
ン
ス
を
継
承
し
よ
う
」
と
植
民
地
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
維
持
を
強
調
し
て

、
-
-
o

l
u
占

7U
・

s
-
R
・
A
-
F
は
五
八
年
四
月
か
ら
五
月
の
問
楠
民
地
ア
ル
ジ
ェ

リ
ア
の
維
持
の
た
め
に
活
発
な
動
き
を
し
た
。
た
と
え
ば
、
五
月
九
日
に
は

U
・

s
-
R
・
A
-
F
は
ア
ル
ジ
ェ
に
お
い
て
「
公
安
政
府
」
(
拘

2
2
2
?

E
g仲
品
。

E
一戸国同司
cr]
】
円
)
の
樹
立
を
要
求
し
て
在
郷
軍
人
の
結
任
に
加
わ

っ
た
。五

八
年
七
月
一
七
日
、

U
・

s
-
R
・
A
-
F
は
フ
ラ
ン
ス
再
生
の
た
め

の
連
合
に
改
称
し
、
且
つ
組
織
の
活
動
目
的
を
拡
大
し
、
従
来
の
フ
ラ

γ
ス
の

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
維
持
に
加
え
、
新
共
和
国
の
支
持
を
も
活
動
目
的
に
挙
げ

た
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
こ
の
連
合
は
次
の
三
つ
の
政
策
目
標
を
渇
げ
た
。

件
ド
ゴ
l
ル
将
軍
の
囲
り
に
団
結
し
た
フ
ラ
ン
ス
国
民
の
公
民
的
且
つ
道

徳
的
再
建

(
3
8
2込
広
三
一

S
丘
三
官
。
え
言
。
邑
&
。
同
フ
ラ
ン
ス
を
破

産
に
導
く
よ
う
な
制
度
を
決
定
的
に
終
ら
せ
新
制
度
を
つ
く
る
こ
と
。
け
ア

ル
ジ
ェ
り
ア
と
サ
ハ
ラ
の
フ
ラ
ン
ス
へ
の
統
合
。
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付

三
、
総
、
選
挙
の
大
勝
に
よ
る
政
党
U
・
N
-
R
の
成
立

五
八
年
一
一
月
の
総
選
挙
(
一
一
月
一
一
一
一
一
日

l
一一一

O
日
)
を
前
に
し
て
、

一
三
人
か
ら
な
る
中
央
委
員
会
は
四
六
五
の
選
挙
区
に
お
い
て
二
千
人
以
上

の
公
認
要
求
の
巾
か
ら
党
の
公
認
候
補
者
を
選
出
す
る
任
務
を
負
う
こ
と
に

な
っ
た
。
段
終
的
決
定
権
は
中
央
委
員
会
が
も
っ
て
い
た
が
、
党
総
務
の
ロ

ジ
ェ
・
ブ
レ
ィ
が
第
一
次
審
査
の
責
任
者
に
な
っ
た
。
第
一
次
の
審
査
に

は
、
，
r

リ
地
区
で
は
ボ
i
メ
ル
〈
]
・

F
G
E
m
-
)
地
方
で
は
マ
レ
ッ
ト

C
・

7
両
日
え
昨
今
)
な
ど
の
旧
R
・
P
・
F
の
メ
ン
バ
ー
が
ロ
ジ
ェ
・
フ
レ
ィ
を
補

佐
し
た
。
中
央
委
員
会
に
お
い
て
は
大
体
に
お
い
て
ロ
ジ
ェ
・
フ
レ
ィ
の
提

フヲ γス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と特質

案
ど
お
り
川
河
川
め
ら
れ
た
。
彼
は
候
補
者
の
選
出
に
あ
た
っ
て
、
「
政
治
生
活
を

革
新
し
且
つ
道
徳
的
に
す
る
必
要
性
」
を
強
調
し
、
新
人
を
多
く
立
候
補
さ

せ
る
こ
と
に
つ
と
め
た
。
こ
の
頃
は
ド
ゴ

l
ル
派
の
国
会
議
員
が
少
な
く
な

つ

C
い
た
一
」
と
も
あ
っ
て
、
公
認
候
補
者
三
三
六
人
の
う
ち
現
職
の
国
会
議

員
は
二
川
人
(
国
民
議
会
議
員
二
ハ
人
、
元
老
院
議
員
八
人
)
だ
け
で
あ
っ

た

こ
の
選
挙
ば

U
-
N
・
R
と
共
産
党
の
対
決
と
い
う
色
彩
を
濃
く
も
っ
た

が
、
結
果
と
し
て
は
U
・
N
-
R
の
圧
勝
に
終
っ
た
。
第
一
回
選
挙
で
は
共

所
党
が
一
八
・
九
%
の
得
票
で
第
一
位
、

U
-
N
-
R
が
一
七
・
六
%
の
得

票
で
第
二
位
と
い
う
結
果
で
あ
っ
た
が
、
議
席
の
大
部
(
四
六
五
の
う
ち
四

一
一
六
)
は
第
二
回
選
挙
に
残
さ
れ
た
。
共
産
党
は
第
二
回
選
挙
で
左
派
を
有

利
に
す
る
た
め
に
各
地
で
任
会
党

(
S
-
F
・
I
-
O
)
の
た
め
に
立
候
補

辞
退
の
戦
術
を
と
っ
た
(
こ
れ
に
対
し
て
社
会
党
の
側
で
共
産
党
の
た
め
に

立
候
補
辞
退
の
戦
術
を
と
る
こ
と
は
少
々
か
っ
た
)
。
U
・
N
・
R
は
ド
ゴ
ー

ル
と
党
と
の
結
び
つ
き
を
強
調
し
、
党
の
目
的
は
「
政
府
の
長
(
ド
ゴ

l
ル
)

に
よ
っ

C
企
て
ら
れ
る
仕
事
を
議
会
及
び
国
内
に
お
い
て
支
持

T
る
」
こ
と

で
あ
る
と
訴
え
、
ま
た
党
、
が
「
布
派
と
左
派
と
を
つ
な
ぐ
不
可
欠
の
鎖
」
で

あ
る
と
い
う
言
い
方
に
よ
っ
て
、
党
、
が
中
間
派
の
政
党
で
あ
る
こ
と
を
強
調

し
た
。U
-
N
-
R
は
こ
の
選
挙
で
一
九
八
人
の
当
選
考
を
出
し
第
一
党
と
な
っ

た
。
ド
ゴ

l
ル
支
持
の
勢
力
は
U
・
N
・
R
だ
け
で
は
な
く
、
左
派
の
ゴ

l
リ

ス
ト
の
組
織
、
共
和
主
義
改
ト
革
派
〈

C
三
耳
母
一
位
宮
内
C

コ
忘
『
さ
E
r
-
-
g
l

2
4
や
他
の
小
さ
な
若
干
の
組
織
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
各
々
の
候
補
者
を
出

し
て
選
挙
戦
を
行
っ
た
が
、

U
-
N
-
R
以
外
の
ゴ

i
リ
ス
ト
の
組
織
は
い

ず
れ
も
敗
退
し
た
。

U
-
x
-
R
に
と
っ
て
、
選
挙
で
の
大
勝
が
、
連
合
組
織
で
あ
る
U
-
N

:lt誕28(3・67)501

R
を
一
つ
の
政
党
U
-
N
-
R
に
発
展
さ
せ
る
一
つ
の
契
機
に
な
っ
た
。

選
挙
後
の
中
央
委
員
会
で
U
・
N
-
R
を
構
成
し
て
い
る
諸
組
織
を
解
散
し

て
U
-
N
-
R
を
一
つ
の
組
織
に
す
る
と
い
う
テ
!
?
が
論
じ
ら
れ
た
。



N 

中
央
委
員
の
中
に
は
、

U
-
N
-
R
を
構
成
し
て
い
る
組
織
を
解
散
せ
ず

活
動
停
止
の
状
態
に
お
い
て
、
そ
の
組
織
の
メ
ン
バ
ー
に
対
し
て
個
人
的
に

U
-
N
-
R
に
加
入
す
る
よ
う
に
勧
め
れ
ば
足
り
る
と
い
う
者
(
共
和
派
会

議
の
デ
ル
ベ
ヅ
ク
〉
や
自
分
た
ち
の
組
織
の
特
殊
性
を
保
ち
た
い
と
い
う
主

資

慌
を
な
す
者
(
労
働
者
委
員
会
の
ヴ
ェ
イ
シ
エ

l
ル
)
な
ど
も
い
た
が
こ
の
二

人
以
外
は
侍
U
・
N
-
R
を
構
成
し
て
い
る
諸
組
織
を
解
散
し
て
U
・
N
-

R
を
一
つ
の
組
織
に
す
る
こ
と
に
積
極
的
で
あ
っ
た
。
結
局
、
中
央
委
員
会

は
こ
の
山
題
に
つ
い
て
、
総
務
ロ
ジ
ェ
・
フ
レ
イ
の
提
案
し
た
、
ハ
門
社
会
共

和
一
派
の
規
約
を

U
・
N
-
R
に
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
秩
序
を
設
け

る
、
同
一
三
人
の
創
設
委
員
か
ら
な
る
中
央
委
員
会
を
鉱
大
し
て
こ
れ
に
議

員
グ
ル
ー
プ
の
代
表
を
入
れ
る
、
同
出
来
る
だ
け
早
く
U
・
N
-
R
の
独
自

(
刊
)

の
事
務
所
を
も
っ
、
と
い
う
三
つ
の
方
針
を
可
決
し
た
。
こ
う
し
て
、
連
合

組
織
で
あ
っ
た
U
-
N
・
R
が
一
つ
の
政
党
に
な
っ
た
。

関
民
議
会
の
会
期
が
再
開
さ
れ
る
前
日
の
一
一
一
月
八
日

一
九
四
人
の
国

民
議
会
議
は
は
最
初
の
集
会
を
も
っ
た
。
こ
の
席
で
は
、
プ
レ
イ
、
ス

l
ス

テ
ル
、
ド
プ
レ
、
シ
ャ
パ
ン

H
デ
ル
マ
ス
、
デ
ル
ベ
ツ
ク
ら
が
団
結
を
維
持

す
る
必
要
性
を
強
調
し
た
。
そ
の
後
で
議
員
は
次
の
如
き
誓
約
書
に
署
名
し

た。
「
私
は
、

U
-
N
-
R
の
国
民
議
会
議
員
に
選
出
さ
れ
て
、

U
-
N
・
R

及
び
そ
の
議
員
グ
ル
ー
プ
へ
の
加
入
を
厳
粛
に
表
明
す
る
。
私
は
、
選
挙
人

が
私
に
委
ね
た
任
務
を
尊
重
し
て
、
立
法
期
の
期
間
中
他
の
ど
ん
な
グ
ル

l
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プ
に
も
所
属
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
私
は
、

U
-
N
-
R
の
目
的
に
忠
実
で

あ
り
続
け
る
こ
と
、
議
会
及
び
選
挙
区
に
お
い
て
ド
ゴ

i
ル
将
軍
の
活
動
を

支
持
す
る
こ
と
、
我
々
の
グ
ル
ー
プ
の
団
結
と
我
々
の
党
の
精
神
を
維
持
す

る
た
め
に
、
フ
ラ
ン
ス
及
び
フ
ラ
ン
ス
連
合
(
の
0
5
5
5
2広
P
2
2
M耳
)

の
生
活
に
か
か
わ
る
重
要
な
問
題
に
つ
い
て
グ
ル
ー
プ
の
多
数
に
よ
っ
て
決

め
ら
れ
た
投
票
規
律
を
受
け
い
れ
る
こ
と
、
を
約
束
す
る
。
」

こ
う
し
て
連
合
組
織
U
・
N
-
R
が
成
立
後
の
最
初
の
議
会
選
挙
で
大
き

な
勝
利
を
収
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
党
大
会
に
よ
っ
て
政
党
組
織
を
確
立
す

る
に
先
立
っ
て
、
先
ず
U
-
N
-
R
議
員
グ
ル
ー
プ
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ハ
1
)

ド
ゴ

i
ル
登
場
か
ら
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
に
至
る
経
過
の
大
筋
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。
ガ
イ
ヤ
ー
ル
(
の
巳
一
一
日
仏
)
政
府
の
不
信
任
・

辞
職
(
五
八
年
四
月
一
四
日
)
の
後
し
ば
ら
く
続
い
た
内
閣
の
空
白

の
後
を
う
け
て
五
月
一
五
日
プ
リ
ム
ラ
ン

q
E
S
E
)
内
閣
が
成

立
し
た
。
こ
の
前
後
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
は
不
穏
な
空
気
に
包
ま
れ
て
い

た
。
五
日
一
一
一
一
日
に
は
在
郷
軍
人
の
結
社
が
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
を
植
民

地
と
し
て
維
持
す
る
政
府
の
樹
立
を
「
全
て
の
手
段
に
よ
っ
て
」
求

め
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
動
き
に
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
軍
指

導
者
が
同
調
す
る
動
き
を
見
せ
た
。
こ
の
よ
う
な
右
派
、
軍
部
の
動

き
に
対
処
す
ベ
く
六
月
一
日
ド
ゴ

l
ル
政
府
|
|
ド
ゴ

l
ル
が
第
四



付

共
和
制
下
の
首
相
に
就
任

l
ー
が
成
立
し
た
。
ド
ゴ

l
ル
は
信
任
を

求
め
る
演
説
の
中
で
フ
ラ

γ
ス
人
が
お
か
れ
た
重
大
な
危
機
を
訴

え
、
六
ヶ
月
の
間
全
権
を
ド
ゴ

l
ル
に
委
任
す
る
こ
と
、
レ
フ
ェ
レ

γ
ダ
ム
に
よ
っ
て
制
度
の
改
革
を
な
す
べ
く
、
憲
法
草
案
を
作
成
す

る
権
限
を
政
府
に
与
え
る
こ
と
を
求
め
、
こ
れ
が
認
め
ら
れ
た
。
九

月
二
八
日
に
行
な
わ
れ
た
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
に
お
い
て
は
圧
倒
的
多

数
で
(
有
権
者
四
、
五
八
四
万
人
の
う
ち
投
票
者
は
三
、
六
八
九
万

人
、
賛
成
一
二
、
一

O
六
万
人
、
反
対
五
四
一
万
人
で
あ
っ
た
)
政
府
が

示
し
た
憲
法
改
正
案
が
可
決
さ
れ
た
。
以
上
の
記
述
は
戸
、
〉

E
品。

官。一一昨日』己命一回目∞
w

同V
・C
-
司
・
司
R
F
P

一回目一
Y
U
H
Y

印ア
l
ご
∞
に
よ

る
。
第
四
共
和
制
の
崩
壊
か
ら
新
憲
法
成
立
の
過
程
に
つ
い
て
は
、

深
瀬
忠
一
「
フ
ラ
ン
ス
第
五
共
和
制
の
成
立
と
そ
の
基
本
構
造
」
、
ジ

ュ
リ
ス
ト
一
九
四
号
、
一
二

O
頁
以
下
参
照
。

(
2
)
U
F向。ロ仏巾・

5
l一
品
主
ロ
・
一
也
印
∞

(
3
)
]
(
U
7
2
Fグ
「
、
C
-
Z
-
m
J
〉
・
の
o
r
p
一
回
目
吋
・
官
・
ω
白
・
]
・
の
ゲ
同
一
O
同

の
こ
の
著
書
は

U
・
N
-
R
に
関
す
る
最
も
基
本
的
な
文
献
で
あ

り
、
本
稿
は
こ
れ
に
負
う
と
こ
ろ
大
き
い
。

(
4
)
ピ

冨

o
Eフ
ω
一
回
。

ξ
!一
月
三
・

3
印∞・

ハ
5
)

こ
の
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
の
運
動
に
つ
い
て
は
、

HMZFJさ
-EE

え出向凶〈岡田回。
P

F
、b
g
E
F回目巾ヨ
2
同
件
向
山
内
宮
の
百
』
EFmg叩
河
町
明
日
】

Err--

S
G
P

「
σHNb『
台
。
ロ
仏
日
ロ
ハ
円
伶
完
唱
す
ヨ
σ
2
2
-
2
b
-
2
2
0
2
r

szBrz
否
認
・
〉
-
の
D
-
5・↓∞
2
・司
-

M

一
Istg-
を
参
照
。

(

6

)

こ
の
V

プ
ェ

ν
γ
ダ
ム
で
、
ド
ゴ

i
ル
は
七
九
・
二
五
%
の
支
持

フラフス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と特質

票
を
集
め
た

o
h〉
ロ
ロ
常
吉
]
庄
』

5
一回目∞・

8
・
2
7
匂
・
二
∞
・

(
7
)

こ
の
連
合
に
参
加
す
る
よ
う
に
呼
び
か
け
ら
れ
て
参
加
し
な
か
っ

た
の
は
〉
Eon-
白色。口

E
t
c
E
-。司
C
2
z
s
z
z
g
仏
ロ
聞
か
ロ
青
山
-

P
の
き
-
F
だ
け
で
あ
る
。
個
人
で
は
、
著
名
な
作
家
マ
ル
ロ

l

(
〉
・
冨
ω
E
Z
)
が
創
設
責
任
者
と
し
て
名
を
連
ね
る
よ
う
に
と
の

要
請
を
断
っ
て
参
加
し
な
か
っ
た
。
マ
ル
ロ
l
は
ド
ゴ
l
ル
に
最
も

近
い
人
物
の
一
人
で
あ
っ
た
か
ら
、
彼
が
U
・
N
・
R
に
参
加
し
な

か
っ
た
こ
と
は
ド
ゴ
i
ル
と
U
・
N
-
R
と
の
聞
に
考
え
方
の
相
違

な
い
し
隔
り
が
あ
る
と
の
印
象
を
一
般
の
人
々
に
与
え
た
と
言
わ
れ

る
。
]
・
。
r
ω
℃

E
7
「
ω
三
ゆ
官
。
一
広
Z
C命
。
ロ
司
自
ロ
円
。
与
。
同
v
c
u
-
U
A
O
-

-司
-
n
F丹

--u・日
由
・

(
8
)
上
の
引
用
は
、
全
て
、

U
・
N
-
R
の
最
初
の
回
状
(
の

FEME-

町
る
か
ら
の
も
の
で
、
]
・

(UEユ
。
グ
ピ

c-z・HN・
三
八
頁
よ
り
引

用。

(
9
)
C
・
I
-
A
・
N
・
A
-
S
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
公
安
委
員
会
(
の
c
g広巾

円
四
作
目
白
-
口
丹
百
三
F

口
《
で
と
間
生
命
〉
に
由
来
す
る
組
織
で
ア
ラ
ブ
人
の

組
織
で
あ
っ
た
。
こ
の
組
織
か
ら
は
〉
ロ
去
と

r
g
が
新
共
和
国
連

合
の
初
代
の
中
央
委
員
に
な
っ
た
。
ル
・
レ
ゾ
l

・
ア
ク
シ
オ
は
自

由
フ
ラ
ン
ス
軍

(
3
5
2
E
D
2
U
2
5
2
ω
〉
及
び
国
内
抵
抗
運

動
の
旧
闘
士
た
ち
を
結
集
し
た
組
織
で
、
〉
ロ
ι『
か
]
釦
『
円
。
同
が
こ
の

組
織
を
代
表
し
て
新
共
和
国
連
合
の
初
代
の
中
央
委
員
に
な
っ
た
。

労
働
者
委
員
会
は
か
つ
て
R
・
P
-
F
に
結
集
し
て
い
た
労
働
者
の

組
織
〉
♀
5
E
2
2
5日
に
由
来
す
る
組
織
で
あ
っ
た
が
そ
の
活
動

jヒ法28(3・69)503



料

範
聞
は
ナ
ン
テ
l
ル
地
域
沿
ど
に
限
ら
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
る
。
こ

の
組
織
か
ら
は

F
Zロ
3
〈

q
g芯円。
ω

及
び
〉
}
宮
ユ
宮
山
吋
円
。
吉
伸

が
新
共
和
国
連
合
の
初
代
中
央
委
員
会
に
代
表
と
し
て
送
ら
れ
た
。

』
・
(
u
r日
-
c
?
9
甘
・
己
昨
J
司
・
ω
0
・

(
旧
)
』
・
(
u
y
m
L
D
ゲ
戸
、
d
-
Z
・
悶
J
C円
y
n
M件
J
司
・
ω
ω

(
日
)
]
・
(
リ
E
ユ
♀

.cc.2.月
J
C
-
y
n
-
7
-
u
ω
ω
l
ω
印
・

(
ロ
)
』
(
リ

Z
ユ
O
グ
円
C
-
Z
月
J
C
司
・
円
一
昨
J
司
・
ω
A
l
a
-

(
け
川
)
戸
、
〉
ロ
ロ
凡
山
内
句
。
-
伊
丹
Z
=フ
一
∞
印
∞
・

0
司
・
口
広
J
-
y
u
h
f

(
川
門
)
』
・
(
U
E
ユ
o
?
円
、
、
C
-
Z
・
河
J
8
・
門
広
J
H》
-
A
一
ー
ー
た
・

(
日
〉
戸
、
〉
コ
コ
品
。
苛
む
-
M
伸
一
』

5
-∞印∞・
0
℃
・
円
宗
J
℃
-
一
主
・

(
日
山
)
ス
l
ス
テ
ル
と
デ
ル
ベ
ツ
ク
は
彼
ら
に
近
い
人
物
を
党
の
候
補
者

と
す
る
こ
と
に
は
余
り
成
功
し
な
か
っ
た
と
い
う
。
』
-
n
E
L
c
ア

戸
、
C
-
Z
-
対
-
w

。
℃
-
n
-
7
日

y

た・

戸
げ
〉
こ
の
選
挙
の
運
動
及
び
結
果
に
つ
い
て
は
、
戸
、
〉

E
常
吉
正

5
5

-U印∞wOHν・円M同・・っ・一一山ω

丘一

ω
巳〈・

(
同
)
引
用
の
二
ケ
処
は
い
ず
れ
も
H
P
F
3
・
吃
C
Z
同
州
J
宮
E

e

moc〈
2
=
2号
コ
?
(
同
H
P
A
g
r
・
日
一
ロ
ミ
-
G印∞・)

(
聞
は
〉
』
・

9
5ユ
C
グ
戸
、
C
-
Z
-
H
N
・
・

0
官

-
a同・咽古品一凶・

(
お
)
『
ζ
c
口
令
-
一
O

L
か口・一回印∞・

資

第
一
市
の
ま
と
め

第
四
共
和
制
末
期
の
危
機
的
状
況
の
中
で
ド
ゴ
1

ル
か
つ
ぎ
出
し
を
企
て

た
組
織
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
が
、
ド
ゴ

l
ル
が
首
相
の
地
位
に
就
い
た
後
、

彼
が
提
起
し
た
憲
法
改
正
の
可
否
を
問
う
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
が
行
わ
れ
る
こ

と
に
な
る
と
こ
れ
ら
の
組
織
は
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
で
ド
ゴ
ー
ル
に
勝
利
を
も

北法28(3・701504

た
ら
す
た
め
の
運
動
を
展
開
し
た
。
こ
の
運
動
を
よ
り
有
効
な
も
の
に
す
る

た
め
に
、
ト
ゴ

l
ル
支
持
の
諸
組
織
は
一
九
五
八
年
八
月
、
ド
ゴ

l
ル
支
持

組
織
の
活
動
を
調
整
す
る
目
的
で
、
「
ド
ゴ

1
ル
派
運
動
調
整
委
員
会
」
と
い

う
名
の
連
合
体
を
つ
く
っ
た
。
一
九
五
八
年
九
月
、
ド
ゴ

l
ル
が
レ
フ
ェ
レ

γ
ダ
ム
で
勝
利
を
収
め
た
後
、
一
九
五
八
年
一

O
月
こ
の
、
「
ド
ゴ
ー
ル
派
連

動
調
整
委
員
会
」
に
参
加
し
て
い
た
組
織
の
大
部
分
を
結
集
し
て

U
-
N
-

R
が
組
織
さ
れ
た
。
こ
の
段
階
の

U
・
N
-
R
は
既
存
の
ゴ
1

リ
ス
ト
の
諸

組
織
の
連
合
体
で
、

一
一
月
に
行
な
わ
れ
る
国
民
議
会
議
員
の
総
選
挙
で
各

組
織
の
候
補
者
の
運
動
を
調
整
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
選
挙
で
、

u
-
N
・
R
は
大
き
な
勝
利
を
収
め
、
選
挙
後
U

-
N
-
R
を
構
成
し
て
い
た
諸
組
織
を
解
散
し
、
こ
こ
に
、
単
一
の
政
党
U

-
N
-
R
が
成
立
し
た
。

第
二
章

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
を
め
ぐ
る
党
内
の
分

裂
と
そ
の
克
服

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
を
ど
う
解
決
す
る
か
は
第
五
共
和
制
初
期
に
お
け
る

フ
ラ
ン
ス
の
政
治
の
最
大
の
問
題
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
ま
た
ド
ゴ

l
ル
支



持
政
党
U
-
N
-
R
に
と
っ
て
も
極
め
て
困
難
な
問
題
で
あ
っ
た
。
ド
ゴ
l
ル

は
こ
の
問
題
に
対
す
る
態
度
を
な
か
な
か
明
確
に
し
な
か
っ
た
が
、
一
九
五

九
年
九
月
一
六
日
に
な
っ
て
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
の
民
族
自
決
の
方
針
を
明
ら

か
に
し
、
彼
ら
が
望
む
々
ら
、
ば
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
独
立
を
も
認
め
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
。
と
こ
ろ
、
が
、

U
・
N
-
R
に
は
ス
i
ス
テ
ル
ら
の
強
硬
な

ア
ル
ジ
ヱ
リ
ア
統
合
主
義
者
を
含
め
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
統
合
政
策
を
主
張

付

す
る
戸
が
強
か
っ
た
か
ら
党
自
身
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
民
族
自
決
・
独
立
の

承
認
と
い
う
ド
ゴ

l
ル
の
政
策
を
支
持
す
る
こ
と
を
正
面
か
ら
決
定
す
る
こ

と
は
川
米
な
か
っ
た
。
結
局
党
指
導
部
は
若
干
の
強
硬
な
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
統

フランス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と特質

九
日
論
者
を
排
除
す
る
一
方
、

U
-
N
-
R
形
成
の
動
機
で
あ
る
「
ド
ゴ

l
ル

に
対
す
る
忠
実
な
支
持
」
を
訴
え
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
に
つ
い
て
は
党
は

い
か
な
る
決
定
も
し
な
い
で
ド
ゴ

l
ル
の
決
定
し
た
政
策
を
忠
実
に
支
持
す

る
と
い
う
態
度
を
と
る
こ
と
で
党
内
を
ま
と
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
成
立

後
日
の
浅
い

U
-
N
-
R
に
と
っ
て
、
右
の
よ
う
な
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
政
策
を

め
ぐ
る
政
策
決
定
の
仕
方
は
そ
の
後
の
党
の
あ
り
方
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
以
下
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
を
め
ぐ
る
政
策
決
定
の

仕
方
を
見
工
お
こ
う
。

【

1
v

て
ド
ゴ
l
ル
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
政
策

ド
ゴ
l
ル
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
に
つ
い
て
は
じ
め
か
ら
民
族
自
決
・
独
立
の

方
針
を
明
確
に
打
出
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
先
ず
一
九
五
八
年
以

降
の
ド
ゴ
l
ル
の
公
式
の
席
で
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
に
関
す
る
発
去
一
口
の
重

要
な
も
の
を
時
期
を
追
っ
て
見
て
お
こ
う
。

一
九
五
八
年
六
月
四
日
、
首
相
と
し
て
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
を
訪
問
し
た
際
の

(
E
V
 

ア
ル
ジ
ェ
で
の
演
説
。
「
私
は
あ
な
た
が
た
の
気
持
を
理
解
し
た
/
」
で
始

ま
る
こ
の
演
説
で
、
ド
ゴ

l
ル
は
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
人

と
同
教
徒
が
別
々
の
選
挙
人
団
を
形
成
す
る
こ
れ
ま
で
の
選
挙
方
法
の
廃
止

に
言
及
し
て
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。

「
私
は
フ
ラ
ン
ス
の
名
に
お
い
て
次
の
こ
と
を
確
認
し
宣
言
す
る
。
今
日

以
降
、
ブ
ラ

γ
ス
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
全
土
に
お
い
て
、
た
だ
一
つ
の
カ
テ
ゴ

リ
!
の
住
民
し
か
い
な
い
と
考
え
る
。
即
ち
同
一
の
権
利
と
同
一
の
義
務
を

備
え
た
、
完
全
な
資
格
を
も
っ
た
フ
ラ
ン
ス
人

2
2
F
5
2
2
P
3込

。
ロ
立
市
吋
勺
)
し
か
い
な
い
と
考
え
る
。

唯
一
且
つ
同
一
の
選
挙
人
団
を
形
成
す
る
完
全
た
資
格
を
も
っ
た
人
間
/

我
々
は
そ
れ
を
一
二
ヶ
月
以
内
に

一
千
万
人
の
ア
ル
ジ
ヱ
リ
ア
人
を
含
む
全

て
の
フ
ラ
ン
ス
人
が
そ
の
固
有
の
運
命
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
公
式

北法28(3・71)505

の
機
会
に
示
す
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
一
千
万
人
の
フ
ラ

γ
ス
人
に
と
っ

て
、
そ
の
(
投
〉
票
は
他
の
全
て
の
人
々
の
〈
投
)
票
と
同
じ
価
値
を
も
っ
。
」

こ
の
演
説
で
は
、
具
体
的
に
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
と
本
土
の
人
々
が
同
一



料

の
選
挙
権
を
も
つ
よ
う
に
す
る
こ
と
を
示
し
た
だ
け
で
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
を

資

ど
う
す
る
か
と
い
う
点
に
は
ふ
れ
で
い
な
い
。

一
九
五
八
年
八
月
二
九
日
の
ア
ル
ジ
ェ
で
の
ラ
ジ
オ
放
送
に
お
け
る
演

〔

3
v
説。
ド
コ

l
ル
は
、
九
月
二
八
日
に
行
わ
れ
る
レ
フ
ヱ
レ
ン
ダ
ム
に
言
及
し
、

「
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
住
民
は
、
そ
の
投
票
に
よ
っ
℃
彼
ら
自
身
の
運
命
の
問

泌
に
符
え
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
」
と
言
っ
た
後
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。

ご
皮
平
和
が
回
復
さ
れ
て
分
裂
が
過
ぎ
去
れ
ば
、
人
々
が
投
じ
る
(
投
〉

票
は
一
つ
の
主
要
な
点
に
お
い
て
、
明
確
・
注
意
味
を
も
っ
。
現
在
の
状
況
に

お
い
て
各
人
が
グ
賛
成
4

と
答
え
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
、
人
が
完
全
な

資
格
を
も
っ
フ
ラ
ン
ス
人
と
し
て
振
舞
う
こ
と
合
欲
し
て
い
る
こ
と
を
意
味

し
、
且
つ
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
に
必
要
な
進
化
が
フ
ラ
ン
ス
の
枠
の
内
で
為
し
と

げ
ら
れ
な
け
?
れ
ば
た
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
」

こ
の
演
説
に
お
い
て
も
、
「
フ
ラ
ン
ス
の
枠
の
内
で
」
と
い
う
言
葉
が
何
を

意
味
し
て
い
る
か
は
明
ら
か
で
た
く
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
と
フ
ラ
ン
ス
の
将
来

を
ど
の
よ
う
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
は
明
確
で
な
い
。

〈

4
)

一
九
五
八
年
一

O
月
三
日
の
コ
ン
ス
タ
ン
チ

l
ヌ
で
の
演
説
。

こ
こ
で
は
、
五
年
計
画
で
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
回
教
徒
の
生
活
を
根
本
的
に

改
善
し
よ
う
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
コ
ン
ス
タ
ン
チ

l
ヌ
計
画
を
発
表
し
た
後

次
の
よ
う
に
一
高
っ
た
。

「
非
常
に
大
き
な
且
つ
長
い
間
の
努
力
を
要
す
る
こ
の
進
化
の
政
治
的
帰

結
は
何
で
あ
ろ
う
か
ワ

計
百
闘
が
少
し
づ
っ
形
づ
く
る
も
の
を
予
じ
め
言
葉

で
定
め
る
こ
と
は
無
益
で
あ
る
。
と
も
か
く
も
二
つ
の
こ
と
が
確
か
で
あ
る
。

第
一
は
現
在
に
関
し
て
で
あ
り
、
二
ヶ
月
以
内
に
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
は
本
土
と

同
じ
資
格
で
そ
の
代
表
者
を
選
出
す
る
で
あ
ろ
う
。
:
:
:
第
二
は
将
来
に
関

し
て
で
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
事
柄
の
性
質
上
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
運
命
は

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
個
性

(
司
ぬ

him-口
口

ω-芹
恥

)

と
フ
ラ
ン
ス
木
土
と
の
緊
密
た

連
帯

(SEE--広
)
を
基
礎
に
し
て
築
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」

こ
の
演
説
で
は
、

「
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
個
性
」
を
基
礎
に
す
る
と
い
う
表

現
で
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
の
意
思
を
尊
重
す
る
こ
と
が
一
打
ち
出
し
℃
は
い
る

が
、
明
確
な
表
現
と
は
い
え
な
い
。

〈

6
}

一
九
五
九
年
九
月
一
六
日
の
エ
リ
ゼ
宮
で
の
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
放
送
。

こ
十
は
ド
ゴ

l
ル
が
は
じ
め
て
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
民
族
自
決
の
方
針
セ

は
っ
き
り
と
打
ち
出
し
た
重
要
な
演
説
で
あ
る
。
こ
こ
で
ド
ゴ
l
ル
は
、
ア

ル
ジ
エ
リ
ア
問
題
と
い
う
「
む
づ
か
し
く
て
血
な
ま
ぐ
さ
い
問
題
」
を
解
決

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
次
の
三
つ
の
解
決
方
法
が
あ
る
こ
と
を
示
し

た。
「
一
つ
は
分
離

3
b
n
g乱
。
る
で
あ
る
。
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
が
フ
ラ
ン
ス
か

jヒ法28(3・72)506



ら
分
離
す
る
と
い
う
意
思
を
表
明
し
、
フ
ラ
ン
ス
が
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
と
手
を

切
る
。
:
:
:
私
の
考
え
で
は
か
か
る
帰
結
は
実
際
的
で
な
く

(
F
E
E
-
2
5
1

r
z
Z
4
且
つ
不
幸
な

2bEω
訂

2
と
も
の
だ
。
」

「
第
二
は
完
全
な
フ
ラ
ン
ス
化
で
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人

は
国
家
の
余
て
の
政
治
的
・
行
政
的
・
司
法
的
職
務
に
就
く
こ
と
が
で
き
、

全
て
の
公
役
務
の
職
に
就
く
こ
と
が
で
き
る
。
」

付

「
第
三
は
フ
ラ
ン
ス
の
援
助
に
支
え
ら
れ
、
経
済
・
教
育
・
防
衛
・
対
外

関
係
に
関
し
て
フ
ラ
ン
ス
と
緊
密
に
結
び
つ
い
た

hランス第五夫ニ和告Ij下のゴーリスト政党の構造と特質

ハ
2
M
戸
口

M
C
=
A泣い円
2
伴
内

2
2
Z才

(
P
5
2〉
)
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
に
よ
る
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
の
政

府
で
あ
る
。

こ
の
三
つ
の
解
決
方
法
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
上
で
、
ド
ゴ

l
ル
は
「
ア

ル
ジ
エ
リ
ア
人
の
運
命
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
の
も
の
で
あ
る
」
と
丑
一
口
い
、
「
フ

ラ
ン
ス
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
の
選
択
の
自
由
を
保
証
す
る
だ
ろ
う
」
と
言
つ

h
-
o
 

φι
ド

こ
こ
で
ド
ゴ

l
ル
は
三
つ
の
解
決
方
法
を
あ
げ
、
第
一
の
「
分
離
」
に
つ

い
て
は
「
実
際
的
で
な
く
且
つ
不
幸
な
も
の
だ
」
と
し
て
こ
れ
を
斥
け
て
い

る
が
、
第
二
、
第
三
の
方
法
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も
実
現
可
能
な
方
法
と
し

て
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
に
選
択
の
余
地
を
残
す
た
め

に
こ
の
よ
う
な
言
い
方
を
し
た
け
れ
ど
も
ド
ゴ

1
ル
が
実
際
に
希
望
し
た
の

は
第
三
の
方
法
で
あ
っ
た
と
見
る
点
で
多
く
の
人
の
意
見
は
一
致
し
て
い

【

6
〉
る
。
ド
ゴ

l
ル
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
政
策
は
、
こ
の
時
期
に
な
っ
て
よ
う
や

く
、
民
族
自
決
・
独
立
を
明
確
に
打
出
す
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の

何
度
か
の
演
説
は
こ
の
方
針
を
確
認
す
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

一
九
六

O
年
一
月
二
九
日
、
ド
ゴ

l
ル
は
軍
服
で
テ
レ
ビ
の
前
に
立
ち
、

「
今
日
テ
レ
ビ
で
話
す
た
め
に
軍
服
を
着
た
の
は
、
私
が
国
家
の
首
長
の
資

格
及
び
ド
ゴ

l
ル
将
軍
の
資
格
で
話
す
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
」
と
次
の

(7) 

よ
う
に
語
り
か
け
た
。

「
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
が
解
決
さ
れ
な
い
限
り
、
フ
ラ
ン
ス
人
民
の
統
一

・
進
歩
・
権
威
が
疑
問
視
さ
れ
、
且
つ
フ
ラ
ン
ス
の
将
来
が
閉
ざ
さ
れ
た
状

態
に
置
か
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
を
考
え
て
、
私
は
フ
ラ
ン
ス

の
名
で
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
は
そ
の
運
命
を
自
由
に
選
択
し
う
る
と
す
る
決

定
を
下
し
た
。
:
:
:
要
す
る
に
、
自
決
(
一
、

2仲
O
L
b昨
今

HEstcる
が
フ
ラ

ン
ス
に
ふ
さ
わ
し
い
唯
一
の
政
策
で
あ
る
。
そ
れ
が
唯
一
の
可
能
な
山
山
口

(
5
2
)
で
あ
る
。
」

一
九
六

O
年
六
月
一
四
日
ド
ゴ

l
ル
は
エ
リ
ゼ
宮
に
お
い
℃
テ
レ
ビ
放
送

〔

8
〉

で
演
説
し
た
。
こ
の
演
説
で
ド
ゴ

1
ル
は
、
「
九
月
一
六
日
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア

北法28(3・73)507

を
平
和
に
導
く
は
ず
の
は
っ
き
り
し
た
正
し
い
道
が
示
さ
れ
た
。
:
:
・
ア
ル

ジ
ェ
リ
ア
人
の
運
命
に
つ
い
て
、
彼
ら
の
自
決
が
、
復
雑
で
且
つ
痛
ま
し
い
こ



料

の
ド
ラ
マ
の
唯
一
の
可
能
な
結
末

c
a
E乙
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
異
議
合

資

と
な
え
る
者
は
も
は
や
ど
こ
に
も
い
な
い
」
と
述
べ
た
。

《

9
v

一
九
六

O
年
九
月
五
日
の
エ
リ
ゼ
宮
で
の
記
者
会
見
に
お
い
て
は
、
「
非
植

民
地
化
の
運
動
」
に
言
及
し
、
「
人
々
の
解
放
は
:
:
:
我
が
国
の
特
性
(
間
宮
町
命

令
口
♀

2

3ヨ
)
に
適
合
し
て
い
る
」
と
一
一
一
日
っ
た
後
で
、
植
民
地
事
業
は
実

り
多
い
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
「
し
か
し
私
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
時

機
が
く
れ
ば
|
|
そ
し
て
、
そ
れ
は
す
で
に
来
て
い
る
ー
ー
す
べ
て
の
者
に

自
決
権
を
認
め
、
原
則
と
し
て
か
れ
ら
を
信
頼
し
、
彼
ら
に
も
人
類
の
福
祉
へ

の
貢
献
を
期
待
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
信
じ
て
い
る
。
」
と
言
っ
た
。

以
上
一
九
五
八
年
以
降
の
、
ト
ゴ
l
ル
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
に
関
す
る
重
要

な
公
式
の
席
で
の
発
言
を
拾
い
出
し
て
み
た
。
た
し
か
に
、

一
九
五
九
年
九

月
二
ハ
日
の
演
説
以
前
に
は
一
度
も
民
族
自
決
を
打
出
し
て
は
い
な
い
が
、

他
面
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
統
合
た
い
し
現
状
維
持
を
口
に
し
た
こ
と
は

l
l
少

く
と
も
公
式
の
席
で
の
発
言
に
関
し
て
は
一
度
も
ー
ー
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
ド
ゴ

l
ル
は
は
じ
め
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
に
対
す
る
明
確
な
態
度
を
決

め
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
国
民
感
情
を
意
識
し
て
、
こ
と
さ
ら
慎
重
に
事

か
}
運
ん
だ
と
見
る
こ
と
が
出
来
、
ド
ゴ

I
ル
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
政
策
に
一
貫

性
が
た
か
っ
た
と
見
る
こ
と
は
川
来
な
い
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。

二
、
ス

l
ス
テ
ル
の
指
導
権
の
喪
失

U
・
N
-
R
結
成
か
ら
一
一
月
の
総
選
挙
に
か
け
て
の
創
設
後
間
も
な
い

頃
、
強
硬
な
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
統
合
論
者
の
ス

l
ス
テ
ル
の
党
内
で
の
権
力
の

失
遂
を
は
っ
き
り
と
示
す
二
つ
の
出
来
事
が
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
は
ス
l
ス

テ
ル
が

U
・
N
・
R
の
総
裁
に
な
ろ
う
と
し
て
こ
れ
に
失
敗
し
た
こ
と
で
あ

り
、
い
ま
一
つ
は
彼
が
一
一
月
の
総
選
挙
の
準
備
段
階
で

U
-
N
-
R
と
右

派
の
諸
党
派
と
の
選
挙
協
力
を
企
て
こ
れ
が
失
敗
し
た
こ
と
で
あ
る
。

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
統
合
論
者
ス
l
ス
テ
ル
は
、

R
-
P
・
F
の
総
務
及
び
悶

民
議
会
議
員
グ
ル
ー
プ
の
会
長
を
務
め
た
人
物
で
あ
り
、
ド
ゴ
l
ル
に
最
も

近
い
人
物
と
見
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
ス

l
ス
テ
ル
が
当
初
か
ら
「
集
団
指
導
」

の
方
法
が
と
ら
れ
て
い
た

U
・
N
-
R
に
総
裁
職
を
設
け
る
こ
と
を
主
張

し
、
且
つ
自
ら
が
そ
の
地
位
に
就
こ
う
と
し
た
。
ス

l
ス
テ
ル
の
主
張
は
、

ド
ゴ

l
ル
が
反
対
し
た
こ
と
も
あ
り
、
結
局
中
央
委
員
会
で
否
決
さ
れ
た
。

ス
l
ス
テ
ル
は
ま
た
一
一
月
の
総
選
挙
で
党
が
勝
利
を
収
め
る
た
め
に
、

ド
ゴ

l
ル
の
権
力
復
帰
を
支
持
し
て
い
た
ピ
ド
l

(
の
・
切
と

E
C、
モ

l
リ

【

uv

ス
(
〉
・
包

R
R
Z、
デ
ユ
ヅ
シ
ェ
ハ

H
P
O
R
r
c
ら
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
統
介

を
主
張
す
る
右
派
の
指
導
者
と
接
触
を
も
ち
、
候
補
者
を
共
同
で
支
持
?
る

方
法
を
探
ろ
う
と
し
た
。
中
央
委
員
会
に
お
い
て
は
、
ス

l
ス
テ
ル
と
考
え

を
異
に
す
る
者
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
上
、
彼
が
三
人
と
話
し
合
う
前
に
中

央
委
員
会
に
相
談
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
彼
は
中
央
委
員
会
の
席
で
多
く
の

北法28(3・74)508



委
員
か
ら
非
難
さ
れ
た
。
シ
ャ
パ
ン

H
デ
ル
マ
ス
は
ス

1
ス
チ
ル
の
提
案
す

る
右
派
と
の
同
盟
は
中
央
派
支
持
の
有
権
者
を
票
の
対
象
と
す
る
党
に
と
っ

て
有
利
で
な
い
と
言
い
、
エ
ド
モ
ン
ド
・
ミ
シ
ュ
レ
は
ス
1

ス
テ
ル
の
同
盟

策
に
は
極
右
へ
の
傾
斜
が
見
ら
れ
る
と
指
摘
し
た
。
ス
1

ス
テ
ル
と
同
じ
ア

ル
ジ
エ
リ
ア
統
合
派
の
レ
オ
ン
・
デ
ル
ベ
ッ
ク
は
自
ら
の
出
身
母
体
で
あ
る

共
和
派
会
議
に
よ
っ
て
「
旧
体
制
の
政
党
(
既
成
政
党
を
指
す
|
筆
者
注
)

付

と
の
全
国
レ
ベ
ル
で
の
取
り
き
め
」
を
全
て
阻
止
す
る
よ
う
に
と
の
指
令
を

フランス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と特質

受
け
て
い
た
た
め
ス

l
ス
テ
ル
の
提
案
に
同
意
で
き
な
か
っ
た
。
中
央
委
員

の
中
で
ス

l
ス
テ
ル
の
提
案
し
た
同
盟
策
を
支
持
し
た
の
は
ア
リ
・
マ
ラ
ン

だ
け
で
あ
っ
た
。
結
局
、
中
央
委
員
会
は
、
ス

l
ス
テ
ル
の
提
案
し
た
右
派

勢
力
と
の
同
県
で
は
な
く
、
よ
り
広
い
同
盟
を
実
現
す
る
方
針
を
定
め
、
且
つ

他
の
政
治
組
織
と
交
渉
す
る
任
務
を
党
総
務
ロ
ジ
ェ
・
フ
レ
ィ
に
負
わ
せ
る

こ
と
を
決
め
た
。
委
員
会
の
中
で
孤
立
し
た
ス
!
ス
テ
ル
は
中
央
委
員
を
辞

任
す
る
こ
と
を
公
に
し
た
が
ド
ゴ

i
ル
に
慰
留
さ
れ
て
思
い
と
ど
ま
っ
た
。

一
九
五
九
年
九
月
一
八
日
の
中
央
委
員
会
に
お
け
る
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア

問
題
の
討
議

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
は

U
・
N
-
R
の
最
も
重
大
な
関
心
事
で
あ
っ
た

が
、
党
指
導
部
は
こ
の
問
題
に
関
す
る
ド
ゴ
l
ル
の
政
策
決
定
に
圧
力
を
加

え
な
い
よ
う
に
と
の
配
慮
か
ら
成
立
以
来
一
貫
し
て
公
の
席
で
は
こ
の
問
題

を
取
り
あ
げ
た
い
よ
う
に
努
め
た
。
党
が
こ
の
間
題
を
取
り
あ
げ
た
こ
と
が

外
部
に
報
じ
ら
れ
た
の
は
、
五
九
年
九
月
一
八
日
の
中
央
委
員
会
に
お
け
る

円

日

》

審
議
、
が
初
め
て
で
あ
っ
た
。

こ
の
中
央
委
員
会
に
お
い
て
、
デ
ル
ベ
ツ
タ
は

U
-
N
-
R
が
「
完
全
な

フ
ラ
ン
ス
化
」
の
政
策
に
欝
意
を
表
明
す
る
よ
う
に
求
め
た
。
海
外
旅
行
の

た
め
に
こ
の
中
央
委
員
会
に
出
席
し
え
な
か
っ
た
ス
l
ス
テ
ル
は
委
員
会
に

宛
て
て
手
紙
を
送
り
、
ド
ゴ

1
ル
が
示
し
た
三
つ
の
解
決
方
法
の
う
ち
グ
フ

ラ
ン
ス
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
d

の
方
法
を
と
る
べ
き
だ
と
次
の
よ
う
に
言
つ

Tこ

「
こ
れ
ら
の
三
つ
の
解
決
方
法
の
う
ち
、
分
離
と
い
う
方
法
ケ
頭
か
ら
斥

け
る
こ
と
に
は
我
々
全
て
の
者
が
同
意
す
る
。
そ
の
方
、
法
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア

に
極
め
て
血
な
ま
ぐ
さ
い
混
乱
を
ひ
き
お
こ
す
で
あ
ろ
う
。
我
々
に
は
他
の

二
つ
の
方
法
の
中
か
ら
選
択
す
る
道
だ
け
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
選
択
の

道
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
全
て
の
人
問
、
全
て
の
責
任
あ
る

政
治
組
織
は
、
彼
ら
が
国
民
の
投
票
を
ど
の
日
標
に
向
け
よ
う
と
し
て
い
る

か
に
つ
い
て
態
度
決
定
を
し
且
つ
そ
れ
を
明
確
に
言
う
権
利
及
び
義
務
を
有

し
て
い
る
。
態
度
決
定
を
し
な
い
こ
と
は
放
棄
す
る
に
等
し
く
、
そ
れ
は
許

さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。

全
て
の
政
党
は
世
論
を
導
く
と
い
う
機
能
を
も
っ
て
い
る
。

U
-
N
-
R

~ti1;28(3 ・ 75)509



料

は
こ
の
義
務
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
そ
の
全
て
の
存

在
理
由
を
失
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
私
は
党
の
機
関
は
本
土
及
び
ア
ル
ジ

資

エ
り
ア
の
人
々
に
対
し
て
、

U
-
N
・R
が
ど
ん
な
解
決
方
法
を
と
る
か
、

来
る
べ
き
(
選
挙
の
)
時
に
ど
ん
な
解
決
方
法
を
掲
げ
て
闘
う
か
を
明
確
に

知
ら
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。

私
の
見
解
で
は
、
そ
し
て
恐
ら
く
我
が
党
の
多
数
の
活
動
家
及
び
同
調
者

の
見
解
で
は
、
こ
の
解
決
方
法
は
最
も
フ
ラ
ン
ス
的
な
も
の
で
し
か
あ
り
え

な
い
。
」
ス
I
ス
テ
ル
の
手
紙
と
同
じ
趣
旨
で
、
ト
マ
ゾ

(、H
，F
O
B白
N
G
〉
、
ピ
カ
l

ル
な
ど
多
く
の
中
央
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
中
央
委
員
会
が
ド
ゴ

i
ル
が

示
し
た
三
つ
の
解
決
方
法
の
う
ち
グ
フ
ラ
ン
ス
化
。
の
方
法
を
支
持
寸
る
よ

う
に
と
発
言
し
た
。
彼
ら
は
五
八
年
五
月
一
一
一
一
日
の
事
件
の
直
後
に
ド
ゴ

l

ん
が
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
々
し
た
演
説
は
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
統
合
政
策
を
示
寸

も
の
だ
と
の
理
解
の
下
に
そ
の
約
束
合
認
め
な
い
こ
と
は
不
可
能
だ
と
し

た。
U
-
N
-
R
の
国
民
議
会
議
員
グ
ル
ー
プ
の
会
長
の
テ
ル
ノ
ワ
ー
ル
(
「

吋

2
2
5
5〉
は
ス
l
ス
テ
ル
ら
の
提
案
に
反
対
し
た
。
「
三
つ
の
選
択
肢
が

提
供
さ
れ
七
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
も
し
ド
ゴ

l
ル
将
軍
が
グ
協
力
。

に
つ
い
て
語
ら
な
け
れ
ば
選
択
ぽ
極
め
て
制
限
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
た
で
あ

グ
分
離
U
H

が
uw
フ
ラ
ン
ス
化
4

に
優
位
を
占
め
る
こ
と

は
な
い
と
い
う
永
遠
の
苦
悩
の
中
で
生
き
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
の

ろ
う
し
、
人
々
は
、

で
あ
る
。
」

結
局
、
中
央
委
員
会
で
は
次
の
動
議
が
出
さ
れ
た
。

「
U
-
N
-
R
の
中
央
委
員
会
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
に
関
す
る
ド
ゴ

l
ル
将

軍
の
声
明
を
心
か
ら
満
足
し
て
歓
迎
し
、
そ
の
声
明
が
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
お

い
て
も
つ
で
あ
ろ
う
反
響
を
信
頼
を
も
っ
て
考
慮
す
る
。

中
央
委
員
会
は
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
た
ち
が
民
主
的
に
自
分
達
の
運
命
を

定
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
と
ド
ゴ

l
ル
将
軍
が
定
め
た
方
法
が
ア
ル
ジ

ェ
リ
ア
と
本
土
の
離
す
こ
と
の
出
来
な
い
結
び
つ
き
を
確
立
す
る
よ
う
に

な
る
こ
と
含
確
信
し
て
、
こ
の
方
訟
を
無
条
件
で
承
認
す
る
。

U
-
N
-
R

は
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
に
お
い
て
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
l
ヌ
計
画
に
よ
っ
て
定
め

ら
れ
た
活
動
が
十
分
に
為
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
し
て
、
最
後
的
な
、
選
択
の
時

に
全
人
民
が
分
離
主
義
的
解
決
の
無
益
さ
を
は
っ
き
り
と
知
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
国
家
の
首
長
(
ド
ゴ

i
ル
)
を
全
面
的
に
援
助
・
す
る
と
い
う
党
の

使
命
を
忠
実
に
遂
行
す
る
で
あ
ろ
う
。
」

デ
ル
ベ
ツ
ク
な
ど
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
フ
ラ
ン
ス
化
そ
主
張
す
る
人
々
は
こ

の
文
言
で
は
不
十
分
だ
と
考
え
た
。
そ
こ
で
彼
ら
は
、
「
一
九
五
八
年
六
月
ド

ゴ
ー
ル
将
軍
が
回
教
徒
の
フ
ラ
ン
ス
人
に
対
し
て
為
し
た
約
束
に
適
合
す
る
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フ
ラ
ン
ス
的
解
決
(
間
接
的
な
表
現
の
下
に
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
統
合
化
政
策

付

を
指
す
1
1
筆
者
注
〉
を
、
全
く
自
由
に
、
選
択
せ
し
め
る
」
と
の
女
言
脅
付

加
す
る
こ
と
す
提
案
し
た
が
、
こ
の
提
案
は
否
決
さ
れ
た
。
そ
こ
で
デ
ル
ベ

ッ
ク
ら
一
八
人
は
先
に
掲
げ
た
委
員
会
の
動
議
の
採
択
の
時
に
棄
権
し
た
。

こ
の
棄
権
は
実
質
的
に
は
反
対
を
意
味
す
る
。
彼
ら
は
先
の
動
議
に
は
反
対

で
あ
っ
た
が
、
ド
ゴ
ー
ル
に
対
し
て
面
と
向
っ
て
異
を
と
な
与
え
る
こ
と
が
で

(口
v

き
ず
に
棄
権
し
た
も
の
で
あ
る
。

四
、
レ
オ
ン
・
デ
ル
ベ
ク
タ
ら
九
人
の
国
会
議
員
の
離
党

九
月
一
八
日
の
中
央
委
員
会
が
ト
ゴ
l
ル
の
と
た
え
た
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の

プランス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と特質

自
決
の
政
策
の
支
持
金
明
ら
か
に
し
た
翌
一
九
日
、

グ
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ル
ジ

エ
リ
ア
グ
の
実
現
在
日
ざ
す
人
々
は
「
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
た
め

の
連
合
」
(
児
島
理
E
Z
めヨ
3
仲

℃

D
C
『
て
〉
一
回
合
t
p
S
2昨
今
H
H
河
・
〉
・
司
・
)
セ

結
成
し
た
。
こ
れ
は
、
そ
の
「
訴
え
」
(
て
名
目
玉
)
に
よ
れ
ば
、
「
フ
ラ
ン
ス

の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
た
め
の
闘
争
を
勝
利
に
導
び
こ
う
と
す
る
全
て
の
人
々

を
集
め
る
」
組
織
で
あ
る
が
、

F
E舎の
E
g
g
-
u
t
g
n
z
t士山
r
b
t
gコ♂

〔

M
M

C
=一昨

b
r
r
H
N
Sロ
Z
X
5
u
d
-
z
-
m・
の
人
々
が
そ
の
中
心
で
あ
っ
た
。

九
月
一
六
日
に
ド
ゴ

l
ル
が
民
族
自
決
・
独
立
の
及
認
を
明
ら
か
に
し
た

の
で
あ
る
か
ら
、
今
や
グ
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
4

は
ド
ゴ
ー
ル
の
政

策
に
反
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
ド
ゴ

l
ル
の
政
策
に
反
対
す
る

政
策
を
公
然
と
掲
げ
る
こ
と
を
党
は
許
さ
な
か
っ
た
。

「
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
た
め
の
連
合
」
に
は

U
-
N
・
R
の
二

人
の
国
民
議
会
議
員
百

-
F
2
2
t
と
』
l
回
・
四
百
mm一
〉
が
発
起
人
と
し

て
名
を
連
ね
て
い
た
か
ら
、

U
-
N
・
R
の
議
員
グ
ル
ー
プ
の
機
関
で
あ
る

政
治
局
守
口
号

E
宮

E
S
5〉
は
一
一
一
目
、

U
-
N
-
R
の
メ
ン
バ
ー
の
他

の
政
治
組
織
へ
の
参
加
を
禁
止
す
る
こ
と
を
決
め
、
ま
た
二
人
の
議
員
を
呼

ん
で
、
「
U
・
N
-
R
の
国
会
議
員
は
ド
ゴ
ー
ル
将
軍
の
活
動
の
支
持
に
つ
い

て
の
は
っ
き
り
し
た
約
束
に
基
づ
い
て
選
出
さ
れ
た
」
こ
と
を
理
由
に
、
も

し
こ
の
約
束
十
ず
り
な
い
な
ら
ば
議
員
を
辞
職
す
べ
き
で
あ
る
と
言
つ
凶
ド

九
月
の
末
、
中
央
委
員
会
は
四
時
間
に
わ
た
る
長
い
討
論
の
末
、
二
人
の

国
民
議
会
議
員
に
対
す
る
態
度
を
決
め
た
。
委
員
会
は
、
ま
ず
、

U
・
N
・

R
と
他
の
全
て
の
政
治
組
織
と
の
二
重
の
所
属
が
禁
止
さ
れ
る
と
い
う
原
則

を
決
定
し
た
。
こ
の
決
定
は
四
五
対
一
(
吋

Z
5
a
D
が
反
対
)
、
棄
権
一
と

い
う
圧
倒
的
多
数
で
可
決
さ
れ
た
。
こ
の
中
央
委
員
会
は
、
同
時
に
、
「
ド
ゴ

ー
ル
将
軍
が
九
月
一
六
日
の
声
明
の
中
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
な
、
ド
ゴ

l

ル
将
軍
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
政
策
を
無
条
件
で
支
持
す
る
こ
と
」
を
確
認
し
、

;ltrN8C3・77)511

「
U
-
N
-
R
は
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
大
衆
に
対
し
て
為
さ
れ
た
約
束
が
守
ら

れ
る
よ
う
に
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
大
衆
の
公
民
的
・
経
済
的
向
上
を
保
障
す
る

こ
と
に
貢
献
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
、
党
の
方
針
を
明
ら
か
に
し
た
声
明



↓
 

中
京
作
・

L
Z
4
1
員
一
致
で
決
め
た
。
こ
の
直
後
に
、
前
記
の
二
人
の
国
民
議
会
議
員
は

「
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
た
め
の
連
合
」
を
離
れ
た
。

資

議
会
で
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
に
つ
い
て
の
討
論
が
始
ま
る
と
、

U

・N
・

R
内
部
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
を
め
ぐ
る
論
争
は
一
段
と
激
し
く
・
な
っ
た
。

一
O
月
一
一
一
一
日
、
首
相
の
施
政
方
針
演
説
が
行
な
わ
れ
た
後
、

U
-
N
・
R

議
員
グ
ル
ー
プ
は
党
を
代
表
し
て
国
民
議
会
で
演
説
す
る
者
守
定
め
る
た
め

に
集
っ
た
。
こ
の
席
で
ス
ヮ
シ
ヤ
ル
(
戸

ωORE-)が
、
党
、
が
ド
ゴ

l
ル
の

三
つ
の
提
案
の
中
か
ら
フ
ラ
ン
ス
統
合
化
の
政
策
を
は
っ
き
り
支
持
す
る
こ

と
を
決
め
る
よ
う
に
と
の
動
議
を
出
し
た
こ
と
か
ら
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
を

め
ぐ
っ
て
激
し
い
討
論
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

U

・N
・R
の
国

民
議
会
議
員
グ
ル
ー
プ
の
会
長
テ
ル
ノ
ワ
ー
ル
は
、
こ
の
度
の
議
員
の
集
り

は
国
民
議
会
に
お
け
る

U

・N
-
R
グ
ル
ー
プ
の
演
説
者
を
定
め
る
た
め
に

間
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
政
策
内
容
を
議
論
す
る
た
め
に
閃
か
れ
た
も
の
で

は
な
い
こ
と
、
中
巾
穴
委
員
会
は
、
ド
ゴ

l
ル
の
行
動
を
規
制
し
な
い
た
め
に

党
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
政
策
を
決
定
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
議
員
グ
ル
ー
プ

は
中
央
委
員
会
の
決
定
中
-
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
な
ど
を
主
張
し

た
。
デ
ル
ベ
ッ
ク
ら
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
統
合
政
策
を
主
張
す
る
議
員
は
こ
の
テ

ル
ノ
ワ
ー
ル
の
発
一
言
に
満
足
せ
ず
、
集
会
は
収
拾
が
つ
か
な
く
な
り
、
翌
日

ド
プ
レ
首
相
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
第
一
回
の
全
国
大
会
で
討
論
す
る

こ
と
を
約
束
し
て
混
乱
を
同
避
し
た
。
結
局
、
国
民
議
会
に
お
け
る
党
の
発

言
者
を
誰
に
す
る
か
は
議
員
グ
ル
ー
プ
の
政
治
局
で
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
が
、
政
治
局
は
テ

1
7
ご
と
に
一
人
の
発
言
者
を
山
す
こ
と
、
ア
ル
ジ

エ
リ
ア
問
題
に
つ
い
て
は
テ
ル
ノ
ワ
ー
ル
を
発
言
者
に
寸
る
こ
と
を
定
め

た
上
、
さ
ら
に
、
他
の

U

・N
-
R
議
員
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
が
発
言
す

る
こ
と
を
一
切
禁
止
す
る
こ
と
を
決
め
る
よ
う
グ
ル
ー
プ
の
総
会
に
提
案
す

る
こ
と
を
決
め
た
。
こ
れ
を
う
け
た
グ
ル
ー
プ
の
総
会
は
一
一
一
一
人
の
反
対
を

押
し
切
っ
て
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
が
個
人
の
資
格
で
発
言
す
る
こ
と
を
禁

止
し
た
。
こ
の
議
員
グ
ル
ー
プ
の
総
会
の
直
後
、
デ
ル
ベ
ッ
ク
ら
九
人
の
同

会
議
員
は
山
「
下
に
署
名
し
た
国
会
議
員
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
を

維
持
寸
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
唯
一
の
解
決
方
法
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
化

(公【

3E【

《

Mおω
V

の
で

U

・
N
-
R
議
員
グ
ル
ー
プ
を
離
れ
る
こ
と
を
決
心
し
た
」
と
の
コ
ミ

ユ
ニ
ケ
念
公
に
し
て
議
員
グ
ル
ー
プ
を
離
れ
た
。
議
員
グ
ル
ー
プ
の
政
治
局

は
直
ち
に
そ
の
離
脱
を
承
認
し
た
。

一
O
月
一
六
日
政
府
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
政
策
1

1

実
体
に
即
し
て
言
え

ば
、
九
月
一
六
日
の
演
説
で
示
さ
れ
た
ド
ゴ
ー
ル
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
政
策

ー
ー
が
国
民
議
会
で
採
択
に
付
さ
れ
、
質
成
四
四
一
、
反
対
二
三
、
棄
権
二

八
で
可
決
さ
れ
た
。

U
-
N
-
R
を
離
れ
た
九
人
に
つ
い
て
言
う
と
、
五
人

北ì1~28(3 ・ 78)512



{
初
)

は
質
成
を
投
じ
、
四
人
は
採
決
に
参
加
し
な
か
っ
た
。

一
O
月
一
六
日
、
デ

ル
ベ
ツ
夕
、
ブ
リ
ス
(
∞
コ
口
之
、
ヵ
タ
ラ
(
{
U

込

rr)、
ス
ゥ
シ
ヤ
ル
の
四
人

は
、
党
へ
の
復
帰
を
求
め
て
、
先
に
提
出
し
た
離
党
屈
を
無
効
と
見
な
す
よ

う
に
要
求
し
た
。

付

デ
ル
ベ
ツ
ク
ら
の
議
員
グ
ル
ー
プ
へ
の
復
帰
を
認
め
る
か
一
合
か
は
一

O
月

一
六
日
の
政
治
局
で
検
討
さ
れ
た
。
ス

1
ス
テ
ル
、
ピ
カ
i
ル
、
元
老
町
議

員
グ
ル
ー
プ
の
会
長
ベ
ル
ト
ラ
ン
ハ
∞
2
雪

2
5
他
一
四
人
が
彼
ら
の
復
帰

フランス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と特質

を
支
持
し
た
が
ロ
ジ
ェ
・
フ
レ
ィ
、
マ
ル
ス
ネ
(
玄
日
円
。
口
え
)
を
は
じ
め
と

し
て
、
多
く
の
者
は
|
特
別
に
こ
の
政
治
局
の
会
議
に
出
席
し
た
ト
プ
レ

(mv 

首
相
も
含
め

l
彼
ら
の
復
帰
を
認
め
た
か
っ
た
。

U
-
N
-
R
の
議
員
グ

ル
ー
プ
の
多
数
派
は
デ
ル
ベ
ツ
ク
ら
の
脱
退
屈
の
撤
回
を
認
め
た
い
と
い
う

形
で
、
実
は
、
彼
ら
を
グ
ル
ー
プ
か
ら
ー
ー
と
い
う
こ
と
は
同
時

γ
党
か
ら

|
-
排
除
し
た
の
で
あ
る
。
多
数
派
が
デ
ル
ベ
ッ
ク
ら
に
対
し
て
こ
の
よ
う

に
厳
し
い
態
度
を
と
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
内
部
の
規
律
の
維
持
の
重
視
、

ト
ゴ
l
ル
将
軍
に
対
ず
る
無
条
件
の
支
持
の
確
認
、
党
内
の
右
翼
の
排
除
の

三
つ
の
ね
ら
い
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

一
ア
ル
ベ
ツ
ク
ら
の
排
除
は
党
内
で
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
た
か
。
当

然
の
こ
と
な
が
ら
ス

l
ス
テ
ル
は
政
治
局
、
が
デ
ル
ベ
ッ
ク
ら
の
復
帰
合
認
め

な
か
っ
た
の
を
非
難
し
た
。
ま
た
「
若
干
の
重
要
な
地
方
連
合
会
」
|
|
ル
・

門
岡
山
》

モ
ン
ド
紙
の
表
現
ー
ー
が
こ
の
決
定
に
対
し
て
異
議
を
と
た
え
た

czzrt

。
民

8
5
の
地
方
連
介
会
の
役
員
会
は
カ
タ
ラ
を
巧
ん
で
「
彼
の
ド
ゴ

l
ル

将
軍
及
び
政
府
に
対
寸
る
忠
誠
」
を
確
認
し
た
後
、
中
央
委
員
会
に
対
し
て

カ
タ
ラ
に
対
し
て
と
ら
わ
た
除
名
処
分
を
「
取
消
す
」

(
E
3
2
r
c
よ
う
に

要
求
し
た
。

ζ
2ユ
『
121ζ
自
主
。
の
地
方
連
合
会
は
、
こ
の
地
方
出
身

の
ス
ゥ
シ
ャ
ル
を
出
来
る
だ
け
H
十
く
復
帰
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
と
ナ
る
決

議
を
満
場
一
致
で
可
決
し
た
。
邑
巾

1
2
i
5
E
5
の
地
方
連
合
会
は
「
ア
ル

ジ
ヱ
リ
ア
問
題
に
関
す
る
討
論
に
お
い
て
政
府
支
持
の
投
票
を
し
た
デ
ル
ベ

ツ
ク
と
そ
の
友
人
た
ち
を
直
ち
に
復
州
さ
せ
る
こ
と
」
合
望
む
と
す
る
決
議

安
可
決
し
た
。

E
M
D
5
の
地
方
連
合
会
も
、
己
]
め

4
7
5一
包
括
の
そ
れ
と
同

趣
旨
で
、
デ
ル
ベ
ッ
ク
ら
そ
出
来
る
だ
け
H
十
く
復
帰
さ
せ
る
こ
と
を
要
求
し

た
。
デ
ル
ベ
ッ
ク
の
出
身
地
方
で
あ
る

Z
E
ι

の
地
方
連
合
会
は
中
央
委
口
氏

会
は
デ
ル
ベ
ツ
ク
及
び
ブ
リ
ス

(
F
E
と
の
意
見
を
聞
く
べ
き
で
あ
る
と
一
一
一
一
μ

っ
た
。
ま
た
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
問
題
に
つ
い
て
、

ucac間
口
市
の
地
方
連
人
け

会
は
、
「
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
フ
ラ
ン
ス
化
」
に
賛
成
で
あ
る
こ
と
か
~
表
明
し
た

し、

H
N
Z
5
の
地
方
連
合
会
は
決
議
の
中
で
、
「
党
の
全
国
大
会
が
今
日
の

重
大
問
題
に
つ
い
て
は
っ
き
り
と
態
度
決
定
を
す
る
こ
と
か
要
求
す
る
。

U

N
-
R
の
活
動
が
、
あ
ら
ゆ
る
形
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
分
離
に
反
対
す
る

方
向
に
向
け
ら
れ
、
最
も
フ
ラ
ン
ス
的
た
解
決
方
法
令
勝
利
せ
し
め
る
こ

;it法28(3・79)513



料

と
を
望
む
」
と
の
態
度
を
明
ら
か
に
し
、
中
央
委
員
会
の
態
度
合
批
判
し

た。

資

五
、
第
一
回
党
大
会
に
お
け
る
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
を
め
ぐ
る
論
争

第
一
回
党
大
会
(
吉
田
町

g
Zさ
S
Lゆ
る
は
一
九
五
九
年
一
一
月
一
一
一
一

日
か
ら
一
五
日
迄
ボ
ル
ド
ー
で
開
か
れ
た
が
、
こ
れ
よ
り
先
に
同
年
九
月
一

六
日
、
ド
ゴ

l
ル
が
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
民
族
自
決
の
方
針
を
打
出
し
て
い
た

か
ら
、
こ
の
党
大
会
で
は
党
と
し
て
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
を
ど
う
す
る
の
か

を
め
ぐ
っ
て
激
し
い
論
争
が
展
開
さ
れ
た
。

ス
l
ス
テ
ル
を
除
く
党
指
導
部
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
に
つ
い
て
は
ト
ゴ

ー
ル
の
決
定
に
会
商
的
に
従
う
1
1
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
独
立
を
も
受
け
入
れ

る
こ
と
な
意
味
す
る
|
!
と
の
態
度
を
と
り
、
ス

1
ス
テ
ル
一
派
は
ア
ル
ジ

エ
リ
ア
政
策
に
つ
い
て
党
が
早
く
態
度
を
決
定
す
べ
き
だ
と
し
、
ア
ル
ジ
ェ

リ
ア
の
統
合
を
強
く
主
張
し
た
。

党
指
導
部
と
ス
1

ス
テ
ル
の
対
立
は
ア
リ
・
マ
ラ
ン
(
〉

Z
Z乙
r
E〉
の

報
告
書
に
対
す
る
ス

l
ス
テ
ル
の
反
論
の
中
に
最
も
鋭
く
示
さ
れ
一

mv
ア
リ

-
マ
ラ
ン
の
報
告
書
は
「
フ
ラ
ン
ス
と
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
連
合
」

2
5
5ロ

《
凶
伶
一
回
句

g
ロ円。

Z
L工
、
〉
}
四
郎
ユ
品
、
が
フ
ラ
ン
ス
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
相
互
の

た
め
に
是
非
と
も
必
要
で
、
こ
れ
か
」
擁
護
す
る
た
め
に
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
を
代

表
す
る
人
々
と
の
対
話
が
必
要
で
あ
り
、
従
来
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
に
友
好

的
な
人
々
1

1
彼
は
こ
の
人
A
'
V
一
〉
E
g
門

r
z
F
E
B
と
呼
ん
だ
ー
ー
ー

~t法28(3 ・ 80)514

と
の
対
話
に
限
る
の
は
よ
く
な
い
と
言
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ス

l
ス
テ
ル

は
、
「
軍
隊
の
保
証
の
下
に
し
か
自
由
な
選
挙
は
あ
り
え
た
い
。

U
・
N
・
R

は
こ
の
原
則
合
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
図
に
お
い
て
あ
い
ま

い
な
も
の
を
残
し
て
お
い
て
は
な
た
り
た
い
。
政
府
は
我
々

(
U
・
N
-
R
)

に
忠
実
に
従
う
べ
き
で
あ
る
。
」
と
言
っ
た
。

ス
1
ス
テ
ル
は
強
硬
な
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
統
合
論
者
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
ド

ゴ
ー
ル
と
正
面
か
ら
対
立
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
「
統
合
」
と
い
う
タ
ブ
ー
に

な
っ
て
い
る
言
葉
を
口
に
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
の
だ
と
見
ら
れ
て
い

る。
総
務
シ
ャ
ラ
ン
ド
ン
(
〉
・
(
リ

E
-
E
L
Cロ
)
は
こ
う
言
っ
た
。
「
U
・
N
・

R
は
ド
ゴ

l
ル
に
よ
っ
て
直
接
命
令
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
た
え
ず
彼
に
仕
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
・
:
:
ド
ゴ

l
ル
の
思
想
へ
の
意
識
的
且
つ
任
意
た
川

意
が
必
要
で
あ
る
。

U
-
N
-
R
は
か
く
て
第
五
共
和
制
の
管
理
の
党

(
司

R
Z
P
四
2円
F
E
r
-
P
〈。

H
N
S
c
Z
5
2
)
で
あ
り
、
政
府
と
世
論
の

連
結
線
(
丹
『
回
一
件
処

5
5る
で
あ
る
。
」
彼
は
さ
ら
に
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
に

つ
い
て
こ
う
言
っ
た
。
「
フ
ラ
ン
ス
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
を
一
握
り
の
全
体
主
義

者
の
手
に
渡
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
・
:
:
そ
れ
故
、
政
治
的
た
理
由
か
ら
反

乱
軍
と
交
渉
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
:
:
:
」
「
我
々
の
義
務
は
ア
ル
ジ
ェ
リ



ア
に
お
い
て
政
治
的
闘
い
を
指
導
す
る
こ
と
で
あ
り
、
先
、
ず
、
ア
ル
ジ
ェ
リ

ア
の
分
離
に
反
対
す
る
全
て
の
人
々
を
政
的
的
闘
い
の
場
に
結
集
す
る
こ
と

で
あ
る
。
」

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
に
つ
い
て
彼
は
明
確
な
方
針
右
打
ち
出
し
て
い
な

い
。
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
分
離
に
対
す
る
反
対
は
す
で
に
九
月
二
ハ
日
の
演
説

で
ド
ゴ
ー
ル
自
身
、
が
言
及
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
九
、
こ
の
内
…
で
も
総

付

務
が
続
出
判
的
た
立
場
を
と
っ
た
と
は
言
え
な
い
。

フランス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と材質

ド
プ
レ
は
、
フ
ラ
ン
ス
は
一
九
五
八
年
に
は
「
分
離
に
至
る
道
」
に
お
か

れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
今
の
フ
ラ
ン
ス
に
は
「
ド
ゴ
1

ル
将
軍
に
よ
っ

て
開
か
れ
た
近
」
し
か
た
い
の
だ
か
ら
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
に
つ
い
て
は
ド

ゴ
ー
ル
を
支
持
す
る
よ
う
に
訴
え
た
。

シ
ャ
バ
ン

H
デ
ル
マ
ス
は
大
統
領
に
委
ね
る
べ
き
領
域
が
あ
り
、
ア
ル
ジ

エ
リ
ア
問
題
は
こ
の
中
に
入
る
と
い
う
言
い
方
を
し
た
。
彼
は
政
治
の
分
野

ケ
二
つ
の
領
域
に
分
け
た
。
第
一
は
「
大
統
領
の
領
域
」
公
2
言
司
有
主
母
口
1

立
の
-
〉
、
治
二
は
「
附
か
れ
た
領
域
」
(
ω

青
写
日

P
2
t
e
と
呼
ん
だ
。
そ
し

て
い
ま
問
題
に
な
っ
て
い
る
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
、
外
交
、
防
衛
な
ど
は
第

一
の
領
山
内
に
入
る
と
し
て
、
こ
の
分
野
で
は
政
府
も
党
も
大
統
領
の
決
定
に

従
う
べ
主
だ
と
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。
「
第
一
の
領
域
で
は
政
府
は
執
行
す
る

へ
2
郎
円
三
巾
〉
。
第
二
の
領
域
で
は
政
府
は
計
画
を
立
て
る
(
円

B
2
5。
U
-

N
-
R
に
つ
い
て
は
、
第
一
の
場
合
に
は
一
歩
一
歩
ド
ゴ
ー
ル
に
従
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
の
場
合
に
は
事
件
全
大
統
領
よ
り
先
に
処
羽
化
す
る

(
L
2
2
2円
]
、
雪
古
今
ロ
再
三
ω

)

権
限
が
党
に
帰
す
る
。
こ
こ
に
我
々
の
党
の

真
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
が
あ
る
。
」

党
大
会
で
は
次
の
如
き
「
党
の
宣
言
」
が
可
決
さ
れ
た
。
「
国
家
の
案
内
人

(
同
氏
島
町
〉
で
あ
り
仲
裁
者

(
R
E可
乙
で
あ
る
ド
ゴ
l
ル
将
軍
は
彼
が
負
っ

て
い
る
令
一
て
の
大
主
な
仕
事
に
つ
い
て
、
と
く
に
彼
が
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
に

自
由
に
そ
の
運
命
を
定
め
る
権
利
を
承
認
す
る
時
に
、
全
面
的
に

U
-
N
-

R
を
あ
て
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

ボ
ル
ド
ー
大
会
で
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
を
め
ぐ
っ
て
党
内
が
激
し
く
対

立
し
た
。
ス

l
ス
テ
ル
の
如
く
党
が
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
統
合
政
策
を
支
持
す
る

こ
と
を
明
確
に
す
べ
き
だ
と
す
る
主
張
が
か
な
り
強
く
出
さ
れ
た
が
、
こ
れ

に
対
し
て
、
党
指
導
部
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
独
立
の
政
策
を
主
張
し
た
の
で
は

た
く
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
に
つ
い
て
は
党
は
全
く
決
定
し
な
い
で
ド
ゴ
!

ル
の
決
定
に
全
面
的
に
従
う
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
い
わ
ば
消
極
的
な
対
応

の
仕
方
J

守
し
た
。
党
内
に
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
統
合
を
主
張
す
る
者
が
多
く
、
党

:It法28(3・81)515

内
で
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
を
決
定
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
ド
ゴ
l
ル
の
権
威

に
よ
っ
て
か
ろ
う
じ
て
党
の
統
一
を
維
持
し
た
の
で
あ
っ
た
。

六
、
ス
1

ス
テ
ル
の
除
名



料

一
九
六

O
年
二
月
五
日
内
閣
改
造
が
行
な
わ
れ
、
ス

l
ス
テ
ル
は
大
民
党

辞
職
さ
せ
ら
れ
た
。
閣
外
に
出
さ
れ
た
ス
l
ス
テ
ル
は
、
新
開
記
者
を
前
に

し
て

EU分
、
が
閣
外
に
山
山
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア

を
保
持
す
る
こ
と
に
執
着
し
た
の
が
原
因
で
あ
る
と
語
っ
た
。
彼
の
言
葉
は

資

党
内
に
大
き
な
波
紋
を
与
え
、
二
月
一
一
日

U

・N
-
R
両
院
議
員
の
臨
時

の
合
同
の
集
り
が
、
首
相
ド
ブ
レ
も
出
席
し
て
開
か
れ
た
。
ド
プ
レ
は
、
大

統
領
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
政
策
を
非
難
し
な
が
ら
同
時
に

U

・N
-
R
に
加
入

ハ
柑
)

し
て
い
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
言
っ
た
。
議
員
グ
ル
ー
プ
ば
代
表
を
彼
の
下

に
透
っ
て
ス
l
ス
テ
ル
の
態
度
を
確
か
め
て
か
ら
彼
に
対
す
る
処
分
を
決
め

る
こ
と
に
し
た
。
二
月
一
二
日
国
民
議
会
議
長
シ
ャ
パ
ン

H
デ
ル
マ
ス
、
大

ロ
ト
リ
ブ
レ
ハ
H
N
・、

P
5
2
r
c、
党
総
務
リ
シ
ャ
l
ル
(
』
・
月
三
百
三
)
が

ス
l
ス
テ
ル
の
も
と
に
行
っ
た
。
彼
ら
は
先
ず
「
将
来
ど
う
す
る
か
」
を
尋

ね
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
ス
l
ス
テ
ル
は
政
党
も
し
く
は
何
ら
か
の
政
治
組

織
を
つ
く
る
こ
と
は
考
え

C
い
な
い
し
、
今
の
と
こ
ろ
新
し
い
政
治
的
意
思

表
示
を
す
る
こ
と
も
考
え
て
い
な
い
が
、
他
の
者
と
同
じ
活
動
家
と
し
て
、

党
に
加
入
し
て
い
る
市
民
と
し
て
党
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
い
と
答
え
た
。
ま

た
、
三
人
が
外
国
に
お
け
る
仕
事
を
与
え
る
か
ら
数
ヶ
月
間
政
治
か
ら
身
全

(

叩

)

引
く
よ
う
に
求
め
た
の
に
対
し
て
は
栢
絶
し
た
。

ス
l
ス
テ
ル
の
も
と
に
行
っ
た
三
人
の
報
告
な
得
て
、
中
央
委
員
会
は
ス

ー
ス
テ
ル
に
対
す
る
処
分
を
検
討
し
た
。
若
干
の
者
が
直
ち
に
除
名
す
る
こ

と
を
主
張
し
た
が
、
他
方
、
三
人
の
使
者
の
一
人
ト
リ
プ
レ
は
、
ス

l
ス
テ

ル
は
先
の
(
二
月
五
日
の
〉
声
明
を
訂
正
し
た
が
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、

ゴ
1
リ
ス
ト
で
は
あ
る
し
ド
ゴ

1
ル
の
政
策
に
反
対
す
る
運
動
に
協
力
す
る

意
図
は
も
っ
て
い
な
い
と
し
て
ス
l
ス
テ
ル
を
弁
護
し
た
。
結
局
中
央
委
は

会
は
ス
1

ス
テ
ル
を
直
ち
に
除
名
し
た
場
合
の
地
方
連
合
会
の
反
響
を
考

え
、
シ
ャ
パ
ン

H
デ
ル
マ
ス
の
提
案
を
容
れ
て
ス
l
ス
テ
ル
に
政
治
活
動
か

ら
身
を
引
く
こ
と
を
要
求
す
る
決
議
を
し
た
。
そ
れ
は
「
U

・N
-
R
の
中

央
委
員
会
は
、
ス

l
ス
テ
ル
と
接
触
を
も
っ
た
党
の
仲
間
の
報
行
を
聞
い
た

後
、
ス
l
ス
テ
ル
が
私
人
に
一
一
反
り
、
従
っ
て
政
治
活
動
か
ら
身
を
ひ
く
と
い

う
決
定
を
ポ
認
す
る
」
と
い
う
内
容
の
も
の
で
あ
り
、
中
央
委
員
会
は
ス

l

ス
テ
ル
が
こ
れ
を
容
れ
な
い
ば
あ
い
は
彼
を
除
名
す
る
こ
と
を
決
め
た
。
し

か
し
ス

l
ス
テ
ル
は
政
治
活
動
か
ら
身
を
引
く
と
い
う
約
束
を
す
る
こ
と
を

川
和
否
し
、
ト
ゴ
l
ル
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
政
策
に
対
す
る
反
対
を
何
度
も
表
明

し
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
後
旅
行
先
の
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
為
し
た
一
連
の
記

者
会
見
に
お
い
て
も
ド
ゴ
l
ル
将
軍
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
政
策
に
対
す
る
反
対

(
U
V
 

'V
山
表
明
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
中
央
委
員
会
は
「
中
央
委
員
会
は
ス

i
ス

テ
ル
の
態
度
は

U

・N
・R
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
の
態
度
と
相
容
れ
な
い
こ

と
を
考
え
て
、
彼
、
が
最
近
表
明
し
た
言
葉
と
形
態
の
下
に
政
治
活
動
を
続
け

J七法28(3・82)516



る
ば
あ
い
は
自
動
的
に
彼
を
脱
退
者
と
見
た
さ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
す
る
決

議
か
-
な
し
、
こ
れ
在
外
国
に
い
る
ス

l
ス
テ
ル
に
送
っ
た
。
四
月
四
日
ス

l

ス
テ
ル
は
「
ア
ル
ジ
ヱ
リ
ア
及
び
サ
ハ
ラ
問
題
の
た
め
の
情
報
セ
ン
タ
ー
」
の

創
立
を
発
表
し
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
統
合
政
策
の
実
現
の
た
め
に
再
び
行
動
す

る
と
い
う
姿
勢
を
示
し
た
。
四
月
二
五
日
、
党
の
「
仲
裁
委
員
会
」
(
E
S
E
-

5
2
8
《
ご
号
百
認
め
〉
の
議
決
(
一
人
の
棄
権
を
除
い
て
全
員
賛
成
〉
、
中

付

央
委
員
会
の
議
決
〈
賛
成
三
二
、
反
対
二
二
、
棄
権
八
)
を
経
て
ス
l
ス
テ

ル
の
除
名
会
決
め
た
。
こ
の
決
議
の
内
容
は
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
。

プランス第五共和制下のゴーリスト政党の橋造と特質

「
U
・
N
-
R
は
、
永
遠
に
且
つ
全
て
の
分
野
に
お
い
て
、
ド
ゴ

1
ル
将

中
阜
の
政
策
を
支
持
す
る
た
め
に
創
設
さ
れ
た
。
中
央
委
員
会
は
、
ジ
ヤ
ッ
ク

-
ス

l
ス
テ
ル
の
現
在
の
行
動
は
も
は
や
こ
の
目
的
に
適
合
し
な
い
こ
と
を

確
認
し
て
、
仲
設
委
員
会
の
結
論
を
可
決
し
、
ジ
ヤ
ヅ
ク
・
ス

l
ス
テ
ル
の

{
付
)

U
-
N
-
R
か
ら
の
除
名
を
宣
言
す
る
。
」

ス
1

ス
テ
ル
の
除
名
に
対
す
る
党
内
の
反
響
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。

五
六
年
ス

l
ス
テ
ル
と
と
も
に
「
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
た
め
の
公

安
と
一
円
少
の
た
め
の
連
人
口
」
を
創
設
し
た
中
央
委
員
の
ピ
カ
i
ル
は
、
ス
ー

ス
テ
ル
が
除
名
さ
れ
る
と
、
直
ち
に
、
爾
後
中
央
委
員
会
の
討
論
に
参
加
し
な

い
こ
と
を
開
明
ら
か
に
し
、
ま
た

U
-
N
・
R
議
員
グ
ル
ー
プ
か
ら
|
i
従
っ

て
党
か
ら
1

1

脱
退
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
わ
「
∞
F
E
z
-

L-2.e
』・

冨一
H
C
?

の
二
人
の
国
民
議
会
議
員
が
党
を
離
れ
、
元
老
院
議
員

戸

富
B
さ
は
党
を
離
れ
る
と
と
も
に
議
員
を
辞
任
し
た
。
地
方
の
組
織
は

こ
の
度
は
先
の
デ
ル
ベ

y

F
の
離
党
の
時
よ
り
も
小
さ
な
反
応
し
か
一
不
さ
な

か
っ
た
。
ス
1

ス
テ
ル
の
出
身
母
体
で
あ
る
包
】
む
ミ
の
連
合
会
が
中
央
委

員
を
激
し
く
非
難
し
た
の
が
け
に
つ
く
程
度
で
あ
っ

M
W

九

(
1
)

ト
ゴ
l
ル
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
政
策
に
つ
い
て
は
、
ぇ
・
』
・

0
臣
官
ωア

戸

印

〈

月

間

】

C
}
』
丹
』
』
巴
命
。
門
戸
司
円
山
コ
円
巾
仏
ぬ
古
戸
】
∞

-
U
A
0
・
。
同

y
n
M丹
-w
古田

ム
-
k
H
2
2
2・
ま
た
、
次
の
ド
ゴ
ー
ル
の
伝
記
は
こ
の
問
題
に
多
く

の
頁
を
割
い
て
い
る
。

P
・
M
-
ド
・
ラ
・
ゴ
ル
ス
、
『
ド
・
ゴ
ー

ル
』
(
前
掲
〉
。
ア
レ
ク
ザ
ン
ダ

l
・
ヮ

l
ス
、
『
ド
ゴ

i
ル
L
、
内
山

敏
訳
、
紀
伊
国
屋
書
応
、
一
九
六
七
年
。
ジ
ャ
ン
・
ラ
ク
l
チ
ュ

l

ル
、
『
ト
ゴ

i
ル
』
(
前
掲
」
3

ま
た
ド
ゴ

l
ん
の
自
伝
、
。

Z
ュ2
《
r

o
E
L
F
-
宮
古
5
-
R日
仏
、
何
回
℃
D
F
F
m
おロ
C己
〈

E
C
一∞印∞・
l
呂
田
M

・

E
B
-
-
U吋
0

・
邦
訳
、
『
希
望
の
回
想
』
、
朝
日
新
聞
外
報
部
訳
、
朝

日
新
聞
社
、
一
九
七
一
年
、
も
重
要
で
あ
る
。

(
2
)
O
E
ユ2
内
庁
。

z
z
p
o
z
g
c
g
え

ζ
2
E向
。

P
D℃・

2
7
、吋

国
・
℃
一
印
・

の
Tmw吋

-
2
L命
。
ω己一
p
u
z
n
C
C
3
2
7向。師団凶問。
F
G司
・
口
広
ニ
吋
・

.It法78(3・83)517

(
3
)
 

(
4
)
 国
J

℃

ωu-

n
Z『
-
2
仏め

C
E
-
-ク
円
以
R
o
c
a
z
ζ
2
E四
2
・
0
℃
・
。
一
ア
、
『
・

国
:
司
・
ム
∞



n 

(
5
)
(
U
F
R
F凹
《
貯
の
き
一
一
P
U
M国
内

D
戸5

2

F向
2
g同
2
・
9
℃・門戸同
J

吋

国
首
℃
・
一
一
吋
・

(
6
d

ド
・
ラ
・
ゴ
ル
ス
は
「
は
っ
き
り
と
意
思
表
示
こ
そ
し
な
か
っ
た

が
、
彼
が
第
三
の
解
決
を
希
望
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
」
と
す

る。

P
・
M
-
ド
・
ラ
・
ゴ
ル
ス
、
『
ド
・
ゴ
ー
ル
』
、
前
掲
書
、
二

六
O
頁
。
ま
た
]
・
の

E
宮
と
も
、
ド
ゴ
ー
ル
は
第
三
の
解
決
方
法
を

好
ん
で
い
る
こ
と
を
多
く
の
人
々
が
感
じ
て
い
た
と
言
っ
て
い
る
。

』

(
U
Y
2出

ωア
C
古

門

広

J

℃
-
A
N
f

へ
7
〉
の

Z
ュ2
L。
。
ω
己
-
p
u
u
n
cロ
円
目
。
同
宮
ぬ
温
ω四
2
・
0
刀・

2
7
づ

国

J

方
・
}
白
N
.

(
8
)
《

u
r
m
ユg
L
m
1
0
2一-
P
E
R
D
Z
2
2
ζ
g
a悶
2
・
C
℃・

1
ア
、
H
J

日
J
『
)
・

M
M
K
ア

(

9

)

(

υ

}

戸
山
門
}
何
回
牛
め
の
き
一
一
P
U
2
8己
3
2
ζ
2
E
m
2・
c
u
-
a
?
・、
H
J

国

J

℃
-
M
ω

∞・

(
旧
)
一
九
五
八
年
一
二
月
一
八
日
の
ル
・
モ
ン
ド
紙
は

U
-
N
-
R
中

央
委
員
会
が
総
裁
な
芯
m
-
L
3
5
の
ポ
ス
ト
を
設
け
る
か
否
か
の
問

題
に
つ
い
て
、
「
既
に
選
挙
運
動
期
間
中
に
な
し
た
激
し
い
意
見
の
や

り
と
り
を
む
し
か
え
し
た
」
こ
と
を
報
じ
た
。

U
-
N
・
R
に
お
い

て
は
五
週
間
前
か
ら
「
集
団
指
導
の
原
則
」
が
と
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
の
度
は
こ
の
原
則
を
採
決
で
確
認
し
た
と
い
う
。

U
-
N
-
R
に
総
裁
職
を
設
け
る
こ
と
あ
る
い
は
ス

l
ス
テ
ル
を

総
裁
に
す
る
こ
と
に
対
し
て
ド
ゴ

l
ル
が
ど
う
い
う
態
度
を
と
っ
た

か
は
明
ら
か
で
な
い
。
こ
の
事
件
に
お
け
る
ド
ゴ
ー
ル
の
態
度
に
つ

資

い
て
当
時
い
ろ
い
ろ
な
推
測
が
あ
っ
た
。
一
説
に
よ
れ
ば
大
統
領

府
か
ら
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
中
央
委
員
会
に
出
席
し
て
い
た
H

担
円
宮
三
な
ど
が
席
上
ド
ゴ
l
ル
が
総
裁
を
任
命
す
る
こ
と
は
益
が

少
な
く
不
都
合
な
こ
と
が
多
い
旨
を
述
べ
た
の
だ
と
す
る
。
い
ま
一

つ
の
説
に
よ
れ
ば
、
ド
ゴ
ー
ル
が
ス

l
ス
テ
ル
が
総
裁
に
な
る
こ
と

に
反
対
し
た
の
だ
と
す
る
。
(
』
・

(UEユO
グ
同

¥
C・2
・河

J
8・
丘
一
-

匂・

ω
由
)
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ス

l
ス
テ
ル
が

U
・
N
・
R
の
総
裁
に

な
る
こ
と
に
対
し
て
ド
ゴ

l
ル
が
、
直
接
的
に
せ
よ
間
接
的
に
せ

よ
、
反
対
し
て
い
る
。
ま
た

U
-
N
・
R
は
こ
の
後
も
ず
っ
と
総
裁

と
い
う
ポ
ス
ト
を
設
け
て
い
な
い
。
こ
の
点
は

R
-
P
-
F
と
同
時
る

と
こ
ろ
で
、
ド
ゴ

l
ル
及
び
ポ
ン
ピ
ド
ヮ

l
両
大
統
領
を
事
実
上
の

党
首
と
仰
ぐ
こ
の
政
党
の
特
殊
性
を
一
万
す
も
の
で
あ
る
。

(
什
〉
ピ
ド
ー
は

M

-

R
・
P
の
指
導
者
、
デ
ュ
ッ
シ
ェ
は
わ

g
可。

E
E
C
E
-
L
2
F
L
4
2含
ロ
グ
の
指
導
者
、
モ

l
リ
ス
は

P
三円。

芯
-
E
Z
-
E
E
の
指
導
者
で
あ
る
。

(
ロ
)
ス

l
ス
テ
ル
の
提
案
を
め
ぐ
る
中
央
委
員
会
の
討
論
に
つ
い
て

は、

]
-
h
r
R一C
グ
D
H
V

・《川
F
H
J

℃・

ω∞ーー
ω
∞・

(
日
)
ス

l
ス
テ
ル
の
提
案
を
討
論
し
た
党
の
中
央
委
員
会
ば
、
結
論
と

し
て
次
の
声
明
を
公
に
し
た
。

「
U
-
N
-
R
は
立
候
補
の
増
加
を
避
け
、
国
民
的
で
共
和
主
義

的
な
票
の
分
散
を
避
け
る
た
め
に
三
四
の
県
で
既
に
実
現
さ
れ
た
協

定
を
喜
ぶ
。

U
-
N
・
R
は
国
民
が
国
家
の
革
新
の
た
め
に
期
待
す

る
大
き
な
連
合
を
実
現
「
る
た
め
に
他
の
全
て
の
県
に
こ
の
試
み
を

~t法28(3 ・ 84)518



け

拡
大
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

U
-
N
-
R
は
ま
た
そ
の
総
務
に
対

し
て
、
。
g
同
司
ロ
m凶

t
o
g
-
L
2
H
=
L
b
-河
口
円
四
百
円
♂
の
2
】
件
再
芯
司
ロ
r
i

-
-
S
F
H
ι
R
Z
E
L
F
S
-
l凶
onu--ω
同0・
u
b
E
o
n
g広
角
川
円
買
丘
町
五
ロ
ゅ
な

ど
の
全
国
的
政
治
組
織
と
接
触
す
る
任
務
を
負
わ
せ
る
」

P
メ
ロ
ロ
今

MUG-F23cp
一回目∞

-
C
M
y
n
F同
J
甘

--Nui-ωο
・)

こ
の
声
明
で
重
要
な
点
は
ス
l
ス
テ
ル
が
他
の
組
織
と
の
同
盟
に

お
い
て
、
も
は
や
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
と
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
く
な

っ
た
点
と
列
挙
さ
れ
た
政
治
組
織
が
例
示
的
列
挙
に
な
り
同
盟
の
対

象
が
拡
大
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
(
な
お
、
こ
の
声
明
が
言
う
三
四
の
県

に
お
け
る
同
開
と
は
、
同
コ
ι品目屈
E
g
g
-
E
E
S岳
g
ア由。口一白]正ゅ

の
分
派
、
ロ
E
3
2白
色
。
口
町

2
-
2
5
と
の
同
盟
で
あ
る
。

Z

YA3ZLタ
一
回
l
l
M
O
G円
Ah--
叫印∞
-
d

(
川
円
)
』
・
。

rュC
デ
戸
、
C
-
Z・同N
・
0
司
-nF寸
唱

力

-
A
0
・

(
巧
)
こ
の
中
央
委
員
会
に
お
け
る
討
論
に
つ
い
て
の
記
述
は
『

ζ
s
p
.
M
O
!日
一
耳
目
昆
・
一
回
包
に
よ
る
。

(
仲
間
〉
デ
ル
ベ
ツ
ク
と
行
動
を
と
も
に
し
た
の
は
、

E
g三
・
叶
rCERO-

。ロコ
2ω
一-
V司
Oゲ
〈

自

仏

2
7向
2
n口
y
ζ
2
7
7白色
-
2
5
H吋
C1

2
2品
。
.
ロ
乙
ロ
O口
弘
丘
町
F
U
D
E
E
Z
及
び
九
人
の
下
部
党
員
の
代

表
で
あ
り
、
票
決
は
五
二
対
一
八
台
あ
っ
た
。

ry向
g円
凶
夕
刊
。

l

M

一.
ω
め
官
同
・
一
巳
印
白
.

(
げ
〉
ル
モ
ン
ド
紙
も
こ
の
よ
う
に
見
る
。
ピ

ζ
S
L命・

8
l
N
Z
4
?

-
U印
U
.

(
問
)
「
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
た
め
の
連
合
」
の
推
進
者
は
、

フランス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と特質

八-ロ
ι
3
2
ι
s
f
v
の

分

「
8
2
Z
F
R
a
l
g
cロ
チ
ク

U
E
Z
Y

O
丘一}ゆ
E
R
-
八
り
か
E
2
g
z。円
rHb昨日
3
5。
V

の
の
・
∞
正
日
ニ
デ

〈
C
-
Z
H
P
V
の
〉
白
石
Z
-
回
E
四
四
ケ
由
民
同
mmz・、吋
7
0
5詰
0・

八
C
ロ
ル
広
牛
O
F
H
N
A山吉
r
E
A
C
O
V
の
∞
D
E
F
P
〉・

os---Hoc-

z
r
p
司

CH仲
C
F
S
な
ど
で
あ
っ
た
。
ピ
冨
D
Eク
MN
百
三
・
一
∞
沼
・

(
悶
)
]
・
(
リ
rR-oグ
戸
、
c
-
Z
岡山
J
C司・口一昨
J
日v
・
2
・

(
初

)
H
H
迄
S
P
L
a
n
?

一U
E
・

(
引

)
Z
Z
C口
母
L
o
a
-
-
u
s

(
辺
)
以
下
の
叙
述
は
』
・

(υE宮
ロ
ア
ピ
C
-
Z・河
J
C可・

2
7
日】・町一

作
仲
田
口
戸
〈
・

ハ

n)
円、。

ζ
c
邑
P
5
2ゲ
一
回
印
U
・

(
叫
)
九
人
は

r
・
0
乙
σonscow
同ν
・
〉
同
ユ
四
Z
-
戸
開
伊
丹
門
m
m
p
』・
1回・

国
芯
四
四
了
。
・
∞
ユ
n0・
閉
山
・
の
mw
仲
『

ω
-
p
J円
。
自
由
。
グ
河
・

ω057β
ア

』
・
吋
rogmNO
で
あ
る
。
『
冨
D
E
F・
5

2
丹
一
白
日
出

(
お
〉
円
、
。
玄
s

p
・
-
m
2ヶ
一
回
印
由

(
お
)
円
¥
〉
ロ
ロ
宮
古

Z
E
E
-
一
回
目
戸
七
・
ご
∞
-

(幻

)
c
g
o
Eク
一
∞
l
z
o
a
-
一也印
U・

(
刊
ぬ

)

m
，Hq噌
忍
ω司
n
gえ
ら
党
内
多
数
派
は
、
-
，
規
律
の
原
則
を
あ
い
ま

い
に
し
な
い
こ
と
」
、
「
ド
ゴ
ー
ル
将
軍
に
対
す
る
無
条
件
の
支
持

公
立
R
Z
g
g
C
を
確
認
す
る
こ
と
」
が
重
要
だ
と
主
張
し
た
o

c

巴
g
母
・
一
∞
1
1
5
0
a
-
一回包・

(
勾
〉
同
・
回
民
ユ
ロ
D
口
は
ル
モ
ン
ド
紙
に
、
「
U
-
N
-
R
の
政
治
局
は
分

派
的
な
九
人
の
国
民
議
会
議
員
を
排
除
し
た
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で

北法28(3・85)519



料

こ
う
書
い
た
。
「
彼
ら
の
う
ち
だ
れ
一
人
政
府
に
反
対
投
票
を
し
た
わ

け
で
は
な
い
の
に
、

U
-
N
・
R
の
政
治
局
は
、
ド
ゴ

l
ル
将
軍
に

よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
解
決
の
方
法
に
同
意
し
な

い
:
:
:
国
民
議
会
議
員
に
対
し
て
厳
し
い
態
度
を
示
し
た
。
」

(
U

Y
向。口仏。・一∞
!
l
一∞

c
n
-
7
-
U
印巴〉

へ
却
)
円
『

-
Z
ζ
g
L。-∞
1
3
0口
同
一
∞
印
巴
・
党
総
務
シ
ャ
ラ
ン
ド
ン

は
「
一
九
五
八
年
に
約
二
百
人
の
国
民
議
会
議
員
が
議
席
を
得
る
こ

と
が
で
き
た
の
も
、
後
に
約
五

O
人
の
元
老
院
議
員
が
当
選
し
た
の

も
ド
ゴ

l
ル
将
軍
の
お
陰
で
あ
る
。
議
員
は
そ
れ
を
忘
れ
る
べ
き
で

な
い
」
と
言
っ
た

(
Z
ζ
自
号
目
。
♀
・
否
認
・
〕
。
党
指
導
部
が

議
員
に
対
し
て
厳
し
い
態
度
で
の
ぞ
ん
だ
の
は
こ
の
よ
う
な
認
識
が

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

〈
引
)
ス
l
ス
テ
ル
は
「
私
の
若
干
の
仲
間
が
復
帰
す
る
と
い
う
意
思
を

表
明
し
て
以
来
、
政
、
治
局
は
余
り
に
も
設
い
制
裁
を
課
し
た
こ
と
を

残
念
に
思
う
」
と
言
つ
亡
こ
の
処
分
を
非
難
し
た
。
円
。
宮

g《】
P

M
ω
o
n
同・一白山由

(幻

)
F
Y向2
d
〔一
F

S
印U
・

s-M吋
空
た
、
円
。
冨

S
Lゆ
w

N

∞
o
n
円

一
白
山
田
・
ば
「
U
-
N
-
R
の
地
方
連
合
会
ば
除
名
さ
れ
た
国
民
議
会

議
員
と
の
連
帯
を
表
明
し
続
け
て
い
る
」
と
の
タ
イ
ト
ル
の
記
事
を

載
せ
て
い
る
。
以
下
の
叙
述
は
そ
れ
に
よ
る
。

(
お
)
こ
の
報
竹
治
け
を
書
い
た
と
-
V
向ω
一
一
何
百
は
下
院
議
員
で
あ
っ
て
党

の
役
職
に
つ
い
て
い
る
人
物
で
は
な
い
。
全
国
大
会
の
後
、
国
民
議

会
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
を
め
ぐ
る
討
論
の
時
に
は
し
ば
し
ば
ド
ゴ

資

ー
ル
に
呼
ば
れ
て
い
る
(
円
¥
〉
ロ
ロ
合
唱
。
一
存

5
5
一
回
印
デ
ヲ
ロ
ど

か
ら
、
ド
ゴ

I
ル
に
近
い
人
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

(
斜
〉
以
下
の
記
述
は
、

H
h
y
向
。
ロ
今
一
日

1
5
5〈・

3
包
・
に
よ
る
。

(
お
)
「
ス

l
ス
テ
ル
は
多
く
の
県
連
合
会
の
支
持
を
期
待
で
き
る
こ
と

を
知
っ
て
い
た
。
し
か
し
彼
は
公
然
と
首
相
と
対
立
す
る
つ
も
り
は

な
い
し
、
と
く
に
ド
ゴ

l
ル
と
の
関
係
を
自
分
か
ら
断
つ
つ
も
り
も

な
い
。
彼
は
「
統
合
』
と
い
う
タ
ブ
ー
に
な
っ
て
い
る
言
葉
を
発
す

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
結
局
、
ス

l
ス
テ
ル
は
『
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ル

ジ
ェ
リ
ア
』
の
支
持
者
の
代
弁
者
と
し
て
自
分
の
考
え
を
述
べ
る
に

と
ど
ま
っ
た
」
と
ぐ
〉
ロ
ロ
合
同
5
5
Z
5
(
一回印由・℃・

5
3
は
記

し
て
い
る
。

(
お
)
ル
モ
ン
ド
紙
は
「
U
-
N
-
R
は
ド
ゴ

l
ル
を
中
心
に
統
一
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
に
つ
い
て
は
深
刻
に
分
裂
し
て
い

る
」
と
の
タ
イ
ト
ル
で
こ
の
大
会
の
様
子
を
記
し
た
戸
内

ζ
g
p

一町
1
1
5
5〈・
-
U
印
叩
)
が
こ
の
タ
イ
ト
ル
が
こ
の
党
大
会
の
情
況
を

よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

(
日
出
)
円
、
、
〉
ロ
ロ
合
同
E
Z
H
Z
S
一山田
0

・同
M

・C-明
J

一回目一・同
u

・

s・

(
刊
ぬ
)
]
・
〈
リ
}
百
円
}
D
グ円、、
d-Z-MN
・
0
司

-
n
E
J
同y
g
-

(
犯
〉
以
上
は
、
ピ

ζ
s
p
-
G
F〈-一回目
0

・

(
川
刊
)
以
上
は
、

F
Y向
GEo--∞
伝
〈
・

5
2・

(
川
む
円
、
、
〉
ロ
ロ
称
。
宮
町
同
2
5・}叩
8
・
0
司

-
a丹
J

同)・

2
・

(
円
引
)
』
・

(υEユC
グ円、、
C
-
Z
-
H
P
・
0
℃
・
口
一
了
℃
・
∞
-
-

(
特
)
以
上
は
、

C
ζ
s
r婦
同
吋
凶
〈
円
・
一
回
目
。
・
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刊

刊

)
E
M
P
Z
ゅ
の
県
委
員
会
は
ス

l
ス
テ
ル
に
対
す
る
中
央
委
員
会
の
処

分
を
非
難
す
る
決
議
を
出
し
た
が
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
言
葉
が
見

ら
れ
る
。
「
中
央
委
員
会
は
、
フ
ラ

γ
ス
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
に
対
す
る
執
着

を
理
由
と
し
て

J
-
ス
l
ス
テ
ル
を
非
難
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
常

に
そ
の
会
長
(
ス
l
ス
テ
ル
〉
の
立
場
を
示
認
し
て
来
た
型
】

O
R

連
合
会
全
体
を
非
難
し
、
新
体
制
の
創
設
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し

た
理
想
を
棄
て
、

U
-
N
・
R
の
目
標
を
否
定
し
、
過
半
数
の
党
員

の
確
信
に
反
す
る
方
向
に
進
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
岡
市
委
員

会
は
確
認
す
る
。
」

プランス第五共和制干‘のゴーリスト政党の構造と特質

第
二
京
の
ま
と
め

U
-
N
-
R
の
内
部
に
は
、
ス
i
ス
テ
ル
の
よ
う
な
強
硬
な
ア
ル
ジ
ェ
リ

ア
統
合
論
者
を
含
め
て
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
独
立
に
反
対
す
る
人
が
少
な
く

な
か
っ
た
。
ド
ゴ

l
ル
は
、
お
そ
ら
く
国
民
及
び
党
内
の
意
見
を
巧
み
に
操

縦
し
よ
う
と
の
怠
図
か
ら
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
は
っ
き
り
し
た
態
度
を
な

か
な
か
示
さ
な
か
っ
た
が
、
一
九
五
九
年
九
月
に
民
族
自
決
・
独
立
の
承
認

と
い
う
態
度
を
公
に
し
た
。
党
内
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
独
立
に
反
対
す
る
人

々
は
、
党
が
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
統
合
政
策
支
持
を
決
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ト
ゴ
ー
ル
の
方
針
を
変
更
さ
せ
よ
う
と
し
、
党
中
央
委
員
会
や
党
大
会
な
ど

で
党
が
こ
の
問
題
に
対
す
る
態
度
を
決
定
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ

れ
に
対
し
て
党
指
導
部
は
、
い
わ
ば
逃
げ
の
態
度
を
と
り
、
こ
の
問
題
に
関

し
て
は
党
は
何
ら
の
決
定
を
せ
ず
ド
ゴ
l
ル
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
政
策
を
忠
実

に
支
持
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。

U
-
N
-
R
は
、
ド
ゴ

l
ル
の
支
持
を
最

大
の
目
的
と
し
て
生
れ
た
政
党
で
あ
り
、
そ
の
最
初
の
議
員
グ
ル
ー
プ
結
成

の
際
に
は
、
「
ド
ゴ

1

ル
将
軍
の
活
動
を
支
持
す
る
こ
と
」
を
全
議
員
が
畳
一
パ
約

し
て
い
た
か
ら
、
こ
の
党
指
導
部
の
方
針
は
功
を
奏
し
、
最
も
強
硬
に
ア
ル

ジ
ェ
リ
ア
統
合
を
主
張
し
た
デ
ル
ベ
ッ
ク
や
ス

l
ス
テ
ル
ら
極
く
少
数
の
党

貝
を
排
除
す
る
中
で
、

一
致
し
て
ド
ゴ
ー
ル
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
政
策
を
支
持

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

未

白

河

)
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La structure et les tendances ideologiques 

du Parti gaulliste sous la Ve Republique. (1) 

Yoshiyasu ONO  

Cet article a pour objet d'eclairer les traits caracteristiques de la 

structure et des tendances ideologiques du Parti gaulliste qui a ete le 

parti de la majorite sous la Ve Republique (Ce parti changea souvent 

de son nom， d'abord l'U. N. R.， puis l'U. N. R.-U. D. T.， puis U. 

D.-Vc.， et enfin U. D. R.) 

1. L'U. N. R. a ete creee au cours du mouvement du soutien du 

general de Gaulle a la fin de la IVe Republique et au debut de la Ve 

Republique. Apres la victoire du general de Gaulle au referendum de 

septembre 1958， plusieurs organisations， qui lutt色rentpour le refe-

rendum， formerent une union. C'est l'Union pour la Nouvelle Repu-

blique (U. N. R.). Elle prepara l'election de l'Assemblee Nationale 

de novembre 1958 et apres la victoire (elle gagna 198 sie肝心 les

organisations qui compos色rentcette union， se dissolurent et l'U. N. R. 

devint une seule organisation. 

II. Pour l'U. N. R.， le probleme de l'Algerie a ete tres difficile a 

resoudre. Parce quil eut beaucoup de gens qui soutinrent la politique 

de “l' Agerie francaise"， il fut impossible pour la direction du parti 

de chercher a mettre d'accord les membres. La direction du parti a 

pris position que le parti lui-meme ne proposerait aucune solution a 

propos du probleme de l'Algerie et qu'il soutiendrait inconditionnelle-

ment la decision du general de Gaulle. Le parti finalement reussit 

a maintenir la cohesion du parti en excluant quelques membres qui 

affirmerent obstinement la these de “l' Algerie franc;aise". 

(suite) 
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